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「障がい」の「がい」という表記について 

 「障害」の「害」の字には，「わざわい」「さまたげ」などの意味があり，

「ひと」に対して用いることが好ましくないことから，本市では市民の目に

触れる文章について，「害」の字の表記をひらがなに改めています。 

 このため，本計画につきましても，法令名や固有名詞を除き，「がい」の

字を用いています。 
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は じ め に 

 
宇都宮市では，これまで国際障がい者年を契機として策定した，障がい者福

祉に関する新長期行動計画の後に，２次にわたり障がい者福祉プランを策定し，

障がいのある人もない人も共に暮らしやすい社会の実現を目指し，さまざまな

施策・事業に総合的かつ計画的に取り組んでまいりました。 
 
第２次障がい者福祉プランでは，子ども発達センターの整備，障がい者福祉

施設等の整備，ハード面のバリアフリー化などを重点事業に掲げ，施策・事業

を推進してまいりましたが，ほぼそれらの目標は達成することができたと考え

ております。 
 
障がい者を取り巻く環境は，措置制度から契約制度による支援費制度，そし

て平成１８年度には障害者自立支援法による制度がスタートするなど，急激に

変化しており，現在も障害者自立支援法による制度について見直しが行われて

おります。 
 
本市では，そのような中で，新たな制度に適切に対応し，障がい者のニーズ

を的確に捉えながら，障がい者が健康で生きがいを持ち，住みなれた地域で生

活し，積極的に社会参加できる社会の実現を目指す，第３次障がい者福祉プラ

ンを策定いたしました。 
 
今回の障がい者福祉プランの特徴として，特に緊急性・必要性の高い施策・

事業をリーディングプロジェクトに位置付け，「障がい者の自立支援」をキーワ

ードに，経済的自立を目指す就労支援の充実と，精神的な自立を目指す地域生

活の支援の充実に積極的に取り組んでまいります。 
 
終わりに，この計画の策定にあたりまして，貴重なご意見・ご提言をいただ

きました宇都宮市社会福祉審議会の委員の皆さま，障がい者団体・事業者の皆

さま，並びに障がい者等の実態調査やパブリックコメントなどによりご意見を

いただきました市民の皆さまに，心からお礼申し上げま 
すとともに，今後とも障がい者福祉プランの推進に一層 
のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
平成２１年２月 

         宇都宮市長 佐 藤 栄 一 
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第１章 計画の概要 

  １ 計画策定の趣旨 

宇都宮市では平成９年に平成１８年度までの１０年間を計画期間とする宇都

宮市障がい者福祉プランを策定し，平成１５年３月には新プランを策定し，障

がい者が，健康で生きがいを持ち，住み慣れた地域で生活し，積極的に社会活

動できる社会の実現を目指して，各種施策・事業を横断的・計画的に推進して

きました。 
 
そうした中，平成１５年度には，ホームヘルプサービスなどの障がい福祉サ

ービスにおいて，それまでの措置制度に変わり，自己決定・自己責任に基づく

利用契約制度として障がい者支援費制度が開始されました。また，施設福祉か

ら在宅福祉重視への転換もあり，これまで以上に，障がい者の人権に配慮しな

がら，一人ひとりが望む人生や暮らし方ができるよう，地域での生活を支援す

るための多様な施策が求められるようになりました。一方で支援費制度が開始

されたことに伴い，増え続けるサービス利用の財源の確保が困難であることや，

同制度の対象とならなかった精神障がい者のサービス供給体制が不十分である

など，様々な課題が指摘されました。 
 
これらの課題に対応するため，平成１８年４月に障害者自立支援法が施行さ

れ，障がいの種別に関係なく共通のサービスが提供される仕組みに生まれ変わ

り，従来の施設や事業の体系が再編され，サービス利用者・国・地方自治体の

費用負担のルール化や，認定審査会を導入した支給決定の透明化・明確化の仕

組みも整えられました。また，障がい者就労支援の強化や，サービス基盤の整

備を進めるための市町村障がい福祉計画の策定が新たに義務付けられました。 
  
このような状況を踏まえて，障がい者やその家族の福祉ニーズの多様化・複

雑化や，障害者自立支援法の施行による制度の見直しなどの社会情勢に的確に

対応し，障がい者施策の一層の充実を図る必要があることから，平成２０年度

で計画期間が終了する現行計画を見直し，第３次宇都宮市障がい者福祉プラン

を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

宇都宮市障がい者福祉プランは，障害者基本法（第９条第３項）に基づく市

町村障者計画として，宇都宮市の障がい福祉施策の基本的な方向を定めた計画

です。 
この計画は宇都宮市総合計画の個別計画で，宇都宮市やさしさをはぐくむ福

祉のまちづくり推進計画など関連する計画と整合性を図って策定したものです。 
  

３ 計画期間 

 本計画の期間は，平成２１年度（２００９年）から平成２５年度（２０１３

年）までの５年間とします。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・障害者基本法に規定する市町村障がい者

計画 
・障がい者のための施策に関する基本的な

計画 

・国の障害者基本計画及び栃木県障害者計

画と整合性を持った計画 

・障害者自立支援法に規定する市町村

障がい福祉計画 

・障がい福祉サービス，相談支援及び

地域生活支援事業の提供体制の確保

に関する計画 

第３次宇都宮市障がい者福祉

プラン【平成２１～２５年度】 
第２期宇都宮市障がい福祉サービ

ス計画【平成２１～２３年度】 

第５次宇都宮市総合計画 

障がい者施策全般 
にわたる基本的事 
項を定めた計画 

障がい福祉サービス 
の安定的な確保のた 
めの計画 

第２次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり推進計画 

（地域福祉計画） 
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第２章 障がい者を取り巻く環境の動向と課題 

１ 障がい者を取り巻く社会環境の変化 

（１）総合 
わが国の障がい者施策は，昭和５６年の国際障がい者年を契機として，その

推進が図られてきました。昭和５８年に国際障がい者年を受けて国連障がい者

の十年が宣言されたことを踏まえ，わが国最初の障がい者施策に関する長期計

画が制定されました。平成１４年には，平成１５年度から２４年度までの１０

年間を計画期間とする障がい者基本計画が，平成１９年１２月には，同基本計

画に基づく後期５年間の重点施策実施５ヵ年計画が策定され，自立と共生の理

念の下に共生社会の実現を目指す取組が進められています。 
 また，平成１９年９月には国連の障害者の権利に関する条約に署名し，今後

早期の締結を目指した対応が進められており，条約の目指す障がい者の権利実

現に向け，国においてその検討が進められています。 
 

（２）福祉制度 
平成１５年度には，それまでの措置制度から自己決定・自己責任に基づく利

用契約制度として障がい者支援費制度が開始されました。 
そして，平成１８年度には障害者自立支援法が施行され，昭和２０年代に障

がいごとに別々の制度で実施されていた障がい福祉サービスが一元化され，新

たなサービス体系に再編されるなど，障がい者を取り巻く環境は大きく変わっ

てきています。 
 
（３）就労関係 
 平成１８年４月に障害者の雇用の促進に関する法律が改正され，それまでの

身体障がい者・知的障がい者に加え，精神障がい者も企業や国・地方公共団体

の障がい者雇用率に算定することとされ，合わせて精神障がい者に対する雇用

対策が強化されました。 
 また，障害者自立支援法においても，就労支援を抜本的に強化するため，就

労支援のためのサービスが再編され，雇用と福祉の連携強化が求められていま

す。 
 
 （４）教育関係 
平成１８年４月から新たに学習障がい（ＬＤ）や注意欠陥多動性障がい（Ａ

ＤＨＤ）の児童生徒も通級による指導の対象に位置付けられました。平成１８
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年１２月には教育基本法が全面的に改正され，障がいのある児童・生徒につい

ても，その障がいの状況に応じ，十分な教育を受けられるよう，必要な支援を

国や地方公共団体が講じなければならない旨が，教育の機会均等に関する規定

に新たに明記されました。 
平成１９年４月には，これまでの盲・聾・養護学校の制度が特別支援学校の

制度に転換され，障がいのある児童・生徒の一人ひとりの教育的ニーズに柔軟

に対応し，適切な支援を行っていくことが求められています。 
 
（５）発達障がい関係 

平成１７年４月には発達障害者支援法が施行され，これまで既存の障がい者

制度の枠組みの中では的確な支援が難しかった発達障がい者に対する就学前，

学校，就労，地域における生活等，ライフステージを通した一貫した支援体制

の整備が求められています。 
 

（６）生活環境関係 
平成１８年１２月に高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー新法）が施行され，公共交通機関，道路，建築物だけではなく，

都市公園や路外駐車場を含め，障がい者等が日常生活において利用する施設や

経路を一体的にとらえた総合的なバリアフリー化の推進が図られることになり

ました。 
また，身体障害者補助犬法により，国，地方公共団体，公共交通事業者や不

特定多数の人が利用する施設においては，身体障がい者が利用する場合には補

助犬の同伴を拒んではならないとされ，さらに平成２０年１０月からは障がい

者の雇用を義務付けられている事業所にそれを義務付けるなど，さまざまな側

面から障がいのある人の社会参加に向けた環境づくりが求められています。 
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２ 障がい者の動向 

（１）人口と障がい者手帳所持者の状況 

平成１６年から平成２０年の人口の推移をみると，５年間で 497,516 人から

509,356 人に 2.4％増加し，障がい者手帳所持者の割合も 3.09％から 3.37％と

高くなっています。（合併前のデータは，旧上河内町・旧河内町分を加えたデータです。

以下同じ） 
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（２）障がい者手帳所持者の状況 

平成２０年４月現在，障がい者手帳所持者数は 17,146 人（身体障がい者手

帳：13,030 人，療育手帳：2,580 人，精神障がい者保健福祉手帳：1,536 人）

となっており，平成１６年度から５か年の推移をみると年々増加しています。 
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◆ 三障がい全体の手帳所持者数の推移 ◆ 

15,352 15,947 16,371 16,844 17,146 

◆ 宇都宮市の人口と障がい者手帳所持者割合の推移 ◆ 

H16 H17 H1８ H1９ H20 
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（３）身体障がい者手帳所持者の状況 

身体障がい者手帳所持者数は，平成２０年４月現在で 13,030 人となってい

ます。障がいの種類別にみると，「肢体不自由」（6,244 人）が最も多く，次い

で「内部障がい」（3,327 人）となっており，これらの二障がいで全体の 7 割

を占めています。 

また，障がいの等級別にみると，重度の身体障がい者（1・2 級）が全体の半

数を占めています。 
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◆ 身体障がい者手帳所持者数の推移（障がい種類別） ◆ 

＜平成 20 年 4 月現在＞ 

◆ 身体障がい者手帳所持者の障がい種類別・等級別構成比 ◆ 
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（４）療育手帳所持者の状況 

療育手帳所持者数は，平成２０年４月現在で 2,580 人となっており，障が

いの判定別にみると，Ａ１・Ａ２が 1,178 人で 46％，Ｂ１・Ｂ２が 1,402

人で 54％となっています。平成１６年度から５か年の推移をみると年々増

加傾向にあり，特にＢ１・Ｂ２の伸び率が高くなっています。 
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（５）精神障がい者保健福祉手帳所持者の状況 

  精神障がい者保健福祉手帳所持者数は，平成２０年４月現在で 1,536 人と

なっています。障がいの等級別にみると，２級（833 人）が全体の半数 54％

を占めています。 
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３ 第２次障がい者福祉プランの現状と評価 

第２次障がい者福祉プラン策定時の平成１５年から同プランの目標年である

平成２０年の間に，措置制度から支援費制度，そして現在の障害者自立支援法

による制度へと二度の制度改正がありました。これにより策定時と評価時では

障がい福祉サービスの制度や体系において，大きな変更があり，指標として設

定しているサービス量や施設の定員数などの目標値と実績値をそのまま単純に

比較できない部分もあることから，ここでは，策定時と評価時で類似するサー

ビスや施設を比較し，実績を評価しています。 
 

（１）「障がい者の自立した生活を支援する」 
①主要事業の取組状況と評価 

◇障がい者自立支援事業の促進 

  ・就労を希望する障がい者に，就労コーディネーターが就労の相談やハロ

ーワークへの紹介等を行う事業で，登録者数は年々増加し就労相談の機

能として一定の成果をあげてはいるものの目標値には達していない。 
・就業実績については，年度によってばらつきがあり，これまで就労に結び

ついたのは，１３人と目標値を下回っている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

登録障がい者数 ― １００人 ５４人 ５４．０％

登録者の延就業者数 ― ５０人 １３人 ２６．０％

 

◇精神障がい者小規模共同作業所の充実 

  ・施設整備については，障害者自立支援法により事業体系が大きく変わり，

市町合併で施設数も増えたが，そのことを考慮してもおおむね目標値は

上回っている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平 成 １ ９ 年 度 

実  績 
達 成 率

小規模共同作業所定員 ５４人 １１０人 ―

小規模授産施設定員 ― ５４人

５４９人 
※就労移行支援，就労

継続支援Ｂ型，身体・

知的障がい者授産施

設，精神障がい者小規

模授産施設，地域活動

支援ｾﾝﾀｰの定員合計 

―
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②アンケート結果の評価 
 ○一般就労を希望している人の割合が高い 
 ・精神障がい者は現在一般就労に就いている割合が最も低いが，今後の希望

としては，７１．８％が会社員・職員・パートなどの一般就労を希望して

いる。また，「仕事の相談や斡旋の場の確保，充実」などを希望する人も  

１５．６％と多く，一般就労への支援の充実が必要である。 
○知的障がい者は，授産施設や作業所などで働くことを希望している 
・知的障がい者は，授産施設や作業所などの福祉的就労が３７．４％と多い

が，今後の希望では５１．８％の人が授産施設や作業所を希望しており，

障がい者福祉施策に対し望むことでも，「福祉的就労，活動の場の確保  

（１７．６％）」が多く，福祉的就労への支援を強化していく必要がある。 
 

③障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見 
・ハローワーク・労働局等との連携や，企業への障がい者雇用へのＰＲを行

って欲しい。 
・ジョブコーチできる人材を育成し派遣する体制を整備して欲しい。 
・就業・生活支援センターを設置して欲しい。 
・発達障がい者は就職時の支援とその後の継続的な就労支援があれば，一般

就労できる。 
・福祉的就労の賃金アップへの支援をして欲しい。 
・移動支援事業については，利用範囲の拡大やグループ利用ができるような

制度が欲しい。 
・一般就労が困難な障がい者のための就労継続支援Ｂ型を実施しているが，

視覚障がい者ができる仕事の確保が難しい。 
  

（２）「保健・医療・福祉サービスを充実する」 
①主要事業の取組状況と評価 

◇心身障がい児療育対策事業の充実 
・二次健診については，子ども発達センターで，乳幼児発達健診として実施

しており，目標値に達していないものの，健診が必要な乳幼児は待機する 

ことなく受診できている。 
・親子教室については，平成１９年度の子ども発達センターの開所に伴い「幼

＊その他の就労支援の取組 
・障がい者店舗事業「おみせやさん」への助成 
・廃食用油資源化モデル事業（ＢＤＦ事業）への支援 
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児ことばの相談室」と統合し，乳幼児発達相談事業（カンガルー教室）と

して専門職等による個別指導やグループ指導を実施しているため，実績数

は大幅に伸びている。 
 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

二次健診実施回数 １８回 ３６回

２０回 
※子ども発達セン

ターで乳幼児発達

健診事業として実

施 

５５．６％

親子教室実施回数 ３６回 ２４０回

幼児ことばの相

談室と統合し，子

ども発達センタ

ーでカンガルー

教室として実施 
※カンガルー教室

の 実 績 と し て は

4,550 回 

―

 
◇精神障がい者居宅支援事業の充実 
・在宅福祉サービスについては，障害者自立支援法により三障がいが統合さ

れ，事業体系が大きく変わったが，そのことを考慮しても目標値は上回っ

ている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

ホームヘルパー 
利用者数 

７人 ２０人
２４４人 

※三障がい合計 
―

ホームヘルパー 
利用時間数 

２１４

時間

２，０００ 

時間

８，３３２ 
    時間 
※三障がい合計 

―

ショートステイ床数 ５床 ５床 ―

ショートステイ 
利用者数 

３人 １５人

７２人／月 
４６２回／月 
※三障がい合計 ―

グループホーム定員数 ４２人 ７０人
２８０人 

※三障がい合計 
―
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◇入所・通所施設の整備促進 
・施設整備については，平成１６年度までには法定施設の整備はほぼ目標

値を達成した。その後，障害者自立支援法により事業体系が大きく変わ

り，市町合併で施設数も増えたが，そのことを考慮してもおおむね目標

値は上回っている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率

知的障がい者 
入所更生施設 

１４０人 ２００人 ―

知的障がい者 
通所更生施設 

３０人 ６０人

５５７人 
※生活介護，自立訓練

（機能訓練，生活訓練）

施設入所支援，身体障

がい者療護施設，知的

障がい者更生施設の定

員の合計 

―

身体障がい者授産施設 ４０人 ７０人 ―

知的障がい者授産施設 １４５人 ２０５人

５４９人 
※就労移行支援，就労

継続支援Ｂ型，身体・

知的障がい者授産施

設，精神障がい者小規

模授産施設，地域活動

支援ｾﾝﾀｰの定員の合計 
―

知的障がい者 
グループホーム 

２９人 ７３人
２８０人 

※三障がい合計 
―

身体障がい者 
福祉ホーム 

― １０人 １０人 １００％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②アンケート結果の評価 

 ○在宅福祉サービスの充実が求められている 
・身体障がい者は，食事や家の中の移動については，「ひとりでできる」ま

たは「補装具等を使いひとりでできる」人の割合が高いが，外出時の移動

や家事については，「全面的に介助が必要」な人の割合が高くなる。福祉

施策に対し望むことでも「ホームヘルプ等の在宅福祉サービスの充実」を

望む人の割合が高くなっている。 

＊障害者自立支援法に対応した本市独自の取組 
・福祉サービス利用料と地域生活支援事業利用料の合算上限額の助成 
・自立支援医療（精神通院医療）の自己負担の助成 
・補装具の自己負担の助成 
・地域活動支援センター（作業型）の運営費の１００％保障 
＊重症障がい児者への新たな取組 
・日中一時支援事業（重症障がい児者医療的ケア支援事業）の実施 
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・知的障がい者は，食事や外出時の移動で「ひとりでできるが見守りが必要」

とする人の割合が高い。家事についても全面的に介助が必要な人の割合が

高い。 
  ○知的障がい者は，将来ケアホーム・グループホームで生活することを望

んでいる。 
・身体障がい者は，現在のまま自宅で家族や一人で暮らすことを望んでいる

が，知的障がい者は，ケアホームやグループホームで現在生活している人

は  ３．７％で，将来希望する人は１８．１％と，地域で一定の援助や

介護を受けながら生活することを希望している人も多い。 
・また，障がい者福祉施策に対し望むこととしても，知的障がい者は「ケ

アホーム・グループホームの充実や障がい者が暮らしやすい住宅の整備

(１７．７％）」が多く，ケアホーム・グループホームの充実が必要である。 
・精神障がい者は，将来，自宅で一人暮らしを希望する傾向にある。 

 
③障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見 

 ・重度心身障がい者医療費助成を現物給付にして欲しい。 
・障害者自立支援法により，精神障がい者もヘルパーが使えるようになっ

たが，精神障がいを理解しているヘルパーは少ない。 
・事業者も発達障がいの特性を理解して欲しい。 
・障がい者が地域で生活するためには，近隣住民との相互理解が必要であ

り，自治会，民生委員，相談員等の活用，育成，活性化が必要である。 
・地域活動支援センターの人員配置の見直しや，老朽施設の対応，家賃補助

などの支援をして欲しい。 
・家事援助の報酬が低く，介護保険事業の単価にあわせて欲しい。（国の定

める報酬に関する意見多数） 
 

（３）「療育・教育体制を充実する」 
①主要事業の取組状況と評価 

◇障がい児の療育の拠点の整備 
・平成１９年度に子ども発達センターが開所し，障がい児の療育の拠点と

して障がいの早期発見から療育まで一貫した支援を実施し，目標を達成

している。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

整備箇所数 ― １箇所 １箇所 １００．０％



 

18 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

②アンケート結果の評価 

 ○子ども発達センターの認知度は高い 
 ・子ども発達センターは，平成１９年４月の開所から間もないが，障がい児

のうち「利用したことがある（２３．６％）」，「知っているが，利用したこ

とはない（５５．８％）」と７９．４％が，施設について知っており認知度

は高い。 

実 施 事 業 名 平 成 19 年 度 実 績 

子ども発達相談室事業 相談延件数 863 件，研修会開催数 3 回 

専門相談事業 相談回数 406 回 

乳幼児発達健診事業 
＊旧二次健診 

20 回実施 
延受診児数 196 人 

５歳児発達相談事業 相談会開催数 20 回，相談件数 71 件 
研修会参加者数 293 人 

障がい児通園施設 
若葉園・かすが園 児童数 61 人（定員 80 人） 

カンガルー教室（乳幼児発達相談事業）

＊親子教室と幼児ことばの相談室を再編

延利用児数 3,410 人 
延指導回数 4,550 回 

障がい児療育事業 実施回数 460 回 

障がい児診療検査事業 受診人数 21 人 

訪問相談事業 訪問回数 49 回 132 人 

交流事業 実施回数 56 回 

＊発達障がい児への支援 
・発達障がい児への支援については，子ども発達センターを中心に早期発見から早期療

育まで一貫した支援をしている。 
＊障がい児に係る関係機関等との連携強化 

関係機関との情報の共有のためのサポートブック「かがやき」や連携強化のための組

織作りへの取組が進められている。 
＊障がい児への教育の充実 
・平成１９年度に策定された宇都宮市特別支援教育基本計画に基づき，計画的に障がい

のある子への教育に取り組んでいる。 
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 ○保護者の肉体的・精神的疲労が大きい 
 ・障がい児の保護者は「精神的疲労（６３．８％）」，「肉体的疲労（４３．２％）」，

「自分の時間が持てない（３５．５％）」と精神的・肉体的ストレスを抱え

ており，介助者へ支援が必要である。 
 

③障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見 

・日中一時支援（放課後支援型）事業について，小学生だけではなく，中高生

も利用できるように対象者の拡大をして欲しい。 
・まだまだ，軽度と言われている発達障がいについて，正しい理解がなされて

いない。困難がないように見える子どもたちでも，色々な困難さを持ってい

る。学校や社会の理解や支援で，自分たちの得意分野で，いきいきと暮らし

ていけるよう働きかけて欲しい。 
 
（４）「主体的なサービス利用を促進する」 

① 主要事業の取組状況と評価 

◇ボランティアセンター等の支援・充実 
・登録団体は，毎年増加しており順調に推移しているが，登録個人数は，目

標値を下回っている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

登録団体数 ２１５団体 ３３０団体 ６５２団体 １９７．６％

登録個人数 ３００人 ６００人 ３０１人 ５１．２％ 

 
◇相談体制・ケアマネジメント機能の充実 
・宇都宮市では「障がい児（者）地域療育等支援事業」，「市町村障がい者生

活支援事業」及び，「知的障がい者生活支援事業」の３事業を統合し，「障

がい者生活支援センター」として事業を実施してきた。平成１９年度から

は，障害者自立支援法により精神障がい者地域生活支援センターも統合し，

さらに，子ども発達センターにも１箇所新設し，現在は，「障がい者生活

支援センター」として市内７箇所で事業を行っている。 
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指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

障がい児（者） 
地域療育等支援事業 

― ２箇所

宇都宮市障がい者 
生活支援事業 

― ２箇所

知的障がい者 
生活支援事業 

１箇所 ２箇所

７箇所設置 
(障がい者生活

支援センター

として統合し

て実施してい

る) 

１１６．７％

 
・精神保健相談・訪問指導事業は，ニーズの増加や相談内容の複雑化に対応す

るために，平成１６年度から精神保健福祉士による相談回数を増加するなど

の対応をとっており，相談件数は増加しているものの，目標は下回っている。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度

目 標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率 

精神保健相談・ 
訪問指導事業 

６０５人 ９００人 ６６７人 ７４．１％

 
 
 

 
 
 

② アンケート結果の評価 

 ○相談体制の機能強化が求められている 
  ・困った時の相談先は，「家族・親族（７８．１％）」がもっとも多く，「障

がい者相談員（３．１％）」や「障がい者生活支援センター（２．６％）」

への相談は少ない状況にある。 
・また，福祉や相談に関する相談機能に対する希望では「どんな時にどこに

相談したらよいのかわかるようにして欲しい」（５６．２％），「１箇所で

いろいろな問題について相談できるようにして欲しい」（４５．３％），「情

報提供だけではなく，問題の解決に至るような対応をして欲しい」（３８．

０％）となっており，相談体制の機能強化や周知等が課題となっている。 
 ○成年後見制度や障がい者生活支援センターの認知度が低い 

  ・成年後見制度については「知らない（６２．９）」，障がい者生活支援セ

＊障がい者の相談支援や権利擁護等を推進する取組 
・宇都宮市障がい者自立支援協議会に相談支援部会等を設置し，相談支援体制の評価・

検証など，障がい者の地域での生活を支える取組を進めている。 
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ンターについては，「全く知らない（４９．０％）」，「名前は知っている

が，どういうところか知らない（２６．０％）」と，認知度が低いことか

ら，制度を十分に理解してもらい，必要となった時にスムーズに利用が

できるようＰＲを行う必要がある。 
 

③ 障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見 

・職員の資質向上のための研修に参加したくても人手不足で参加できない。 
・障がい者を理解できる人材が不足している。 
・知的障がい者の人生に対応できる長期間の後見が必要であり，法人後見

人を支援する「後見センター」等を設置して欲しい。 
・障がい者相談員の位置付け・役割を明確にし，資質向上のための研修機

会を設けて欲しい。 
・発達障がい者に不利益な契約，詐欺等から身を守るために，成年後見人

が必要である。 
・発達障がい者が就労や生活などについて相談できる場所がないので整備

して欲しい。 
・介護保険事業のように，障がい者の生活をコーディネートしてくれるコ

ーディネーターが欲しい。 
 
（５）「障がい者の生活環境の整備を促進する」 

① 主要事業の取組状況と評価 

◇公共施設等のバリアフリーの推進 
・ 平成１９年度に策定された第２次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のま

ちづくり推進計画に基づき，公共施設等，ハード面からバリアフリー化

に取り組んでいるが，今後さらに，こころのバリアフリーや情報バリア

フリーについて取り組んでいく必要がある。 

指 標 名 平成１３年度 
平成１９年度目

標 値 
平成１９年度 

実  績 
達 成 率

段差解消箇所数 ４６０箇所 １，７００箇所 １，９８４箇所 １１６．７％

点字ブロック敷設 
距離数 

２８．５８ｋｍ ３７．００ｋｍ ３９．７１ｋｍ １０７．３％

バリアフリー公園数 ４３箇所 ２００箇所 ２１１箇所 １０５．５％

エレベーター設置 
学校数 

５校 １４校 １５校 １０７．１％
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②アンケート結果の評価 

   ○今後も計画的なハード面のバリアフリー化が必要 
   ・障がい者福祉施策に対する要望では，身体障がい者は，「歩道や移動手

段，建物などのバリアフリー施策の充実（３６．７％）」を望む人が多

く，現在，計画的にバリアフリー化を進めているが，今後も引き続き，

推進していく必要がある。 
 

③障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見 

・視覚障がい者は自分で自動車等を運転することができないので，公共

交通を充実して欲しい。 
・高齢者や障がい者が電動車いすで円滑に移動ができるよう，段差のな

い幅の広い歩道を整備して欲しい。 
・点字ブロックの上に障害物を置かない，困っていたら声をかけるなど，

さりげない思いやりの教育をして欲しい。 
・福祉教育を充実して欲しい。 
・発達障がい者は，一見して障がい者とわからないことから周囲から理解

されにくく，家族も不安の中で生活していることから，発達障がい理解

のための働きかけをして欲しい。 
・「障がいを知る」ことから理解も深まり，共にすごす中で誤解や偏見は

なくなると感じていることから，相互理解のための取組を進めて欲しい。 
 
  

  
 
 
 

≪障がい者団体，障がい福祉サービス事業者等の意見等聴取の実施概要≫ 

・対    象：当事者団体等１４団体，市内に登録がある６９事業者 

・実 施 時 期：平成２０年７～８月 

・実 施方法等：計画や施策に対する意見を文書により求めた。 
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４ 課題の総括 

 
（１）障がい者の自立した生活を支援する 

 
○就労支援の充実 

 ・障がい者自立支援事業として，就労相談，店舗事業等を実施してきました

が，障害者自立支援法の施行により，一般就労への移行が強く求められて

います。 
 ・国において「成長力底上げ戦略」がまとめられ，障がい者の就労による自

立や生活の質の向上の推進が謳われている。県においても「工賃倍増５か

年計画」を策定するなど，障がい者の就労支援が喫緊の課題となっていま

す。 
   ⇒ 一般就労への移行の支援 
     福祉的就労の工賃を増加させるための取組 
○社会参加の促進 

 ・移動が困難な障がい者へ外出のための支援を充実し，地域における自立し

た生活や，社会参加を促す必要があります。 
   ⇒ 社会参加を支援するための事業の充実 
 
（２）保健・医療・福祉サービスを充実する 
  
○地域生活への移行の促進 

・障がい者は自宅やグループホームなど，地域での生活を望んでおり，障害

者自立支援法でも地域への移行がキーワードとなっています。 
  ⇒ グループホーム・ケアホームの設置の促進 
    地域での生活を実現するための支援 
○福祉サービスの充実 
・障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービスや市町村事業である地域生

活支援事業に着実に取り組んでいます。 
・市独自の障がい福祉サービスと地域生活支援事業の合算上限額の助成制度

により，障がい者の経済的負担を軽減し，適切なサービスが受けられるよ

う取り組んでいます。 
  ⇒ 障がい福祉サービスの充実 
    地域生活支援事業の充実 
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（３）療育・教育体制を整備する 
  
○療育体制の充実 

 ・子ども発達センターの開所により，障がいのある子やその疑いのある子に

対し，保健・福祉分野の総合的な支援体制が整い，今後は関係機関との連

携を強化しながら事業の充実を図っていく必要があります。 
   ⇒ 障がい児者等の早期発見，早期療育の充実 
     関係部署や関係機関等との連携強化 
 ○日中一時支援事業の充実 
・日中一時支援事業（放課後支援型）は，実施場所の拡大等が着実に進められ

ていますが，対象者の拡大の要望もあります。 
  ⇒ 日中一時支援事業の充実 
 

（４）主体的なサービス利用を促進する 
   
○障がい者の相談体制の充実 
・市内７箇所の障がい者生活支援センターで，障がい者やその介護者等から

の相談に応じて，各種の社会福祉資源に結び付けてきました。 
・障害者自立支援法により，精神障がい者も対象になったことや，合併によ

り市域が拡大されたことに伴うセンターの設置地域のバランスなどを勘案

しながら今後のセンターのあり方について検討する必要があります。 
・成年後見制度のあり方については，宇都宮市障がい者自立支援協議会で，

成年後見制度のより良い利用支援について検討を進めています。 
   ⇒ 障がい者の相談支援の充実 
     成年後見制度の周知強化・利用支援の充実 

 
（５）障がい者の生活環境の整備を推進する 

 
○公共施設のバリアフリー化 
・今後も第２次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり推進計画に基

づき，公共施設等のハード面からのバリアフリー化に計画的に取り組んで

いく必要があります。 
  ⇒ 市民生活に直結する身近な施設のバリアフリー化 
○こころのバリアフリーの推進 
・障がい者週間での啓発活動や，第２次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉の

まちづくり推進計画に掲げる「ユニバーサルデザイン推進プロジェクト」
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により，こころのバリアフリーに取り組んでいく必要があります。 
   ⇒ 障がい者の理解と交流の促進 
     発達障がいについての理解の促進 
○情報バリアフリーの推進 

 ・視覚障がい者や聴覚障がい者に配慮した情報提供が求められています。 
   ⇒ 障がい特性に合わせた情報の提供 
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第３章 基本的な考え方 
 

 １ 計画の基本目標 

障がい者が健康で生きがいを持ち，住みなれた地域で生活し，積極的

に社会参加できる社会の実現 
 

 ２ リーディングプロジェクト 

    リーディングプロジェクトは，第３次宇都宮市障がい者福祉プランの

中でも特に緊急性・必要性の高い施策・事業を位置付け，計画期間の  

５年間に重点的に取り組んでいくものです。 
 

 
 

 

 

リーディングプロジェクト 

障がい者の自立支援プロジェクト 
～障がい者が地域で自立し安心して暮らせるまち うつのみや～ 

◇就労支援の充実 
障がい者の生活能力・自立能力を高めるために就労支援

の充実に取り組みます       （経済的自立） 
 

＊障がい者就労支援センターの設置の検討 

＊宇都宮版工賃倍増事業(授産品創造・開発プロジェクト「Ｕ」） 
                 （授産活動支援事業） 

◇地域生活支援の充実 
障がい者が地域で安心して自立した生活を送るための

支援の充実に取り組みます     （精神的自立） 
 

＊ 総合的な相談支援体制の整備 
＊ グループホーム・ケアホームの設置促進 



【施策目標】 【基本施策】 【主な取組】

★：主要事業

３　施策の体系

★ 1
2

★
★

★

障がい者就労支援センターの設置の検討
障がい者インターンシップ支援事業
ジョブコーチ支援事業
障がい者雇用に関する啓発推進
宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営（就労支援部会の設置）

宇都宮版工賃倍増事業（授産品創造・開発プロジェクト「Ｕ」）
宇都宮版工賃倍増事業（授産活動支援事業）

障がい者自立支援事業の実施
地域活動支援センター事業の実施

3
4
5

6
7

8
9

10

15
16

11
12

13
14

17
18

19
20
21

22
23

24
25
26

27
28

29
30

社会参加・交流事業の充実
公の施設の利用の促進
文化・スポーツ講座の充実

移動支援事業の充実
移動のための手段の確保の推進

補助犬導入補助事業等の推進
福祉バス運行事業の推進

重度心身障がい者医療費助成制度の充実
こころの健康づくり対策事業の充実

自立支援医療給付事業の推進
健康うつのみや２１の推進
特定健康診査・特定保健指導の充実

介護給付・訓練等給付サービス(障がい福祉サービス）の充実
地域生活支援事業の充実

日中一時支援事業（放課後支援型）の充実
重症障がい児者医療的ケア支援事業の充実
短期入所事業（ショートステイ）の充実

グループホーム・ケアホームの設置促進
地域生活への移行の支援

精神障がい者の退院促進の支援
居住サポート事業の実施

スポーツ・芸術・文化活動の推進

移動手段の確保・充実

１
　
障
が
い
者
の
自
立
し
た
生
活
を
支
援
す
る

社会活動の促進

地域生活への移行の促進

２
　
障
が
い
者
の
保
健
・
医
療
・
福
祉

サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る

一般就労への支援の充実

福祉的就労への支援の充実

障がいの早期発見と原因となる疾病の予防・治療の充実

障がい者福祉サービスの充実

27



サービス提供事業者の確保48

３
　
障
が
い
の
あ
る
子
の
療
育
・
教
育

を
充
実
す
る

66 障がい者用公営住宅の整備推進

道路のバリアフリーの推進

公共建築物・公園・学校施設等のバリアフリーの推進

ノンステップバスの導入の促進

療育の充実

早期発見と相談の充実

発達支援の充実

こころのユニバーサルデザイン運動の推進
障がい者週間啓発事業の推進
盲導犬ふれあい教室の推進

災害時要援護者支援事業の推進

★

★

★

地域との交流の支援

情報バリアフリーの推進

31
32
33
34
35

36
37

38
39

40
41
42
43
44

45
46

47

49

50
51
52

53

67

68
69
70
71
72

快適な生活環境整備の推進

62

63
64

65

58
59

こころのユニバーサルデザインの推進 60
61

54
55
56
57

発達支援ネットワーク事業の充実
保育園等訪問相談事業の充実
発達支援専門職スキルアップ事業の充実
子どもの発達に関する相談の充実
乳幼児の障がいの早期発見の充実

かすが園・若葉園の充実
療育支援の充実

障がい児保育の推進
日中一時支援事業（放課後支援型）の充実（再掲）

特別支援教室（かがやきルーム）整備・担当者配置事業の実施
就学指導事業の推進
専門家チームによる巡回相談の充実
学校生活支援事業の充実
留守家庭児童対策事業の充実

社会福祉法人の育成・支援
障がい者を支援する人材の育成の充実

苦情解決体制の充実

ボランティア活動の支援

権利擁護施策の充実

発達障がい理解のための普及・啓発事業

宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営（権利擁護部会の設置）
日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護制度）の利用促進

総合的な相談支援体制の整備
宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営

ＩＴ講習会の充実

障がい特性に応じた情報の提供
インターネット等の活用促進
点字広報・声の広報による広報活動の推進
コミュニケーション支援の充実

身体・知的障がい者相談員設置事業の充実
精神保健福祉相談・訪問指導事業の推進
精神障がい者のいる家族への相談支援の充実

５
　
障
が
い
者
の
生
活
環
境
の
整
備
を
推

進
す
る

教育の充実

サービスの質の向上

障がい者の権利擁護の充実

相談体制の充実

４
　
障
が
い
者
の
適
切
な
サ
ー

ビ
ス

利
用
を
促
進
す
る
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第４章 施策の方向と展開 
 

施策目標１ 
障がい者の自立した生活を支援する 
                 ★：主要事業 

基 本 施 策 主要 № 主 な 取 組 
一般就労への支援の充実 ★ １

２

３

４

５

障がい者就労支援センターの設置の検討

障がい者インターンシップ支援事業 
ジョブコーチ支援事業 
障がい者雇用に関する啓発推進 
宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営

（就労支援部会の設置） 
福祉的就労への支援の充

実 
★ 
 
★ 

６

 
７

 
８

９

宇都宮版工賃倍増事業（授産品創造・開

発プロジェクト「Ｕ」） 
宇都宮版工賃倍増事業（授産活動支援事

業） 
障がい者自立支援事業の実施 
地域活動支援センター事業の実施 

スポーツ・芸

術・文化活動

の推進 

 10

11

12

社会参加・交流事業の充実 
公の施設の利用の促進 
文化・スポーツ講座の充実 

社会活動の

促進 

移動手段の

確保・充実 
 13

14

15

16

移動支援事業の充実 
移動のための手段の確保の推進 
補助犬導入補助事業等の推進 
福祉バス運行事業の推進 

施策目標１ 「障がい者の自立した生活を支援する」の目標値 

一般就労に移行する障がい者の人数を増やします。 

指標名 現状値（H19） 目標値(H25) 

一 般 就 労 に 移 行 し た 

障がい者の人数 
１７人／年 ３５人／年 

福祉的就労をしている障がい者の工賃をアップします。 

指標名 現状値（H19） 目標値(H25) 

就労支援施設等で働く 

障がい者の１ヶ月の工賃 
１０，５００円 ２６，０００円 
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基本施策１ 一般就労への支援の充実 
  
⇒★主要事業 

＊１ 障がい者就労支援センターの設置の検討 

 一般就労に関する相談，就職先の開拓や，一般就労に向けた各種訓練の実施

により，障がい者の民間企業等への就職や職場定着を促進するため，障がい者

就労支援センターの設置について検討を進めます。 
 
＊２ 障がい者インターンシップ支援事業 

 働くことを実際に体験し，適性を見極めることにより，障がい者の就労を促

進するため，一般就労を希望する特別支援学校の生徒を対象に，市役所内での

モデル事業として体験実習を実施し，その結果を検証したうえで，民間企業に

おける事業実施に努めます。 
 
＊３ ジョブコーチ支援事業 

 障がい者がより働きやすい職場環境を整え一般就労の定着度を高めるため，

職場へ出向き作業指導を行うとともに，職場におけるコミュニケーションが円

滑に行われるよう支援を行うジョブコーチ支援事業の実施に努めます。 
 

＊４ 障がい者雇用に関する啓発推進 

 障がい者の雇用を促進するために，雇用優良事業所制度で障がい者雇用に積

極的に取り組んでいる事業者の顕彰を行い，普及推進員による事業所訪問時に

は事業者への障がい者雇用への意識醸成を行い，障がい者の働きやすい環境づ

くりを促進します。 
 
＊５ 宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営（就労支援部会の設置） 

 障がい者の就労に係る課題や就労支援策等について検討するため，宇都宮市

障がい者自立支援協議会への（仮称）就労支援部会設置に努めます。 
 

基本施策２ 福祉的就労への支援の充実 
 

⇒★主要事業 

＊６ 宇都宮版工賃倍増事業（授産品創造・開発プロジェクト「Ｕ」） 

 障がい者の自立と社会参加を促進するため，障がい者支援施設，企業，行政

が連携しながら，付加価値が高く，独創性や魅力ある授産品の開発・販路拡大

に取り組み，工賃水準の向上を図ります。 
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⇒★主要事業 

＊７ 宇都宮版工賃倍増事業（授産活動支援事業） 

 市庁舎に販売コーナーを設置するなど，授産品の販路拡大や下請け作業の開

拓等の活動を支援することにより，工賃水準の向上を図ります。 
 
＊８ 障がい者自立支援事業の実施 

 授産品の販売や軽食喫茶を行う店舗事業や就労支援のための相談事業の経費

を補助することにより，雇用の場の確保や障がい者に対する理解，障がい者自

身の就労への意欲の高揚を図ります。 
 
＊９ 地域活動支援センター事業の実施 

 障がい者の日中活動の場として，創作活動や生産活動の機会の提供，社会と

の交流等の促進のため，地域活動支援センター事業の推進を図ります。 
 
基本施策３ 社会活動の促進 
  

 ① スポーツ・芸術・文化活動等の推進 

 
＊１０ 社会参加・交流事業の充実 

 障がい者の社会参加の促進のため，障がい者ふれあい文化祭や障がい者ふれ

あいスポーツ大会等について，一般の方も参加し，ふれあい・交流が図れるよ

うに充実してまいります。  
  
＊１１ 公の施設の利用の促進 

 障がい者の施設利用機会を拡大し，社会参加の促進・意欲の向上を図るため，

障がい者がスポーツや文化活動等を行う際に使用する公の施設について，使用

料を減免することにより利用を促進します。 
 
＊１２ 文化・スポーツ講座の充実 

 障がい者の健康の増進，教養の向上，障がいのある方とない方の交流やコミ

ュニケーション活動の場を提供することにより，障がい者の社会生活や日常生

活の質を向上させるため，サン・アビリティーズや障がい者福祉センター等の

講座の充実を図ります。 
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② 移動手段の確保・充実 

 
＊１３ 移動支援事業の充実 

 屋外での移動が困難な障がい者等が，日常生活を送るうえで必要な外出や余

暇活動などの社会参加のための外出の支援について，今後とも利用者のニーズ

に応じた事業の充実に努めます。 
 
＊１４ 移動のための手段の確保の推進 

 公共交通機関の利用が困難な重度障がい者に対する外出の機会確保のため，

タクシー料金の助成や，身体障がい者の自動車運転を支援するための運転免許

取得費，自動車改造費の助成を推進します。 
 
＊１５ 補助犬導入補助事業等の推進 

 障がい者の自立と積極的な外出・社会活動への参加の実現を図るため，盲導

犬・介助犬・聴導犬の導入を促進する施策の推進を図ります。 
 
＊１６ 福祉バス運行事業の推進 

 社会活動への参加の機会が少なく，外出する手段に制限がある障がい者が，

個人や団体で各種大会やレクリエーションなどへ積極的に参加し，充実した社

会生活を送ることができるよう，福祉バス運行事業の推進を図ります。 
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施策目標２ 
障がい者の保健・医療・福祉サービスを充実する 

★：主要事業 
基 本 施 策 主要 № 主 な 取 組 

障がいの早期発見と原因

となる疾病の予防・治療の

充実 

 17 

18 

19 

20 

21 

重度心身障がい者医療費助成制度の充実

こころの健康づくり対策事業の充実 
自立支援医療給付事業の推進 
健康うつのみや２１の推進 
特定健康診査・特定保健指導の充実 

障がい者福祉サービスの

充実 
 22 

 

23 

24 

 

25 

 

26 

介護給付・訓練等給付サービス（障がい

福祉サービス）の充実 
地域生活支援事業の充実 
日中一時支援事業（放課後支援型）の充

実 
重症障がい児者医療的ケア支援事業の充

実 
短期入所事業（ショートステイ）の充実

地域生活への移行の促進 ★ 27 

28 

29 

30 

グループホーム・ケアホームの設置促進

地域生活への移行の支援 
精神障がい者退院促進の支援 
居住サポート事業の実施 

 
施策目標２ 「障がい者の保健・医療・福祉サービスを充実する」の目標値 

地域で必要な支援を受けながら生活する障がい者の人数を増やします。 

指標名 現状値（H19） 目標値(H25) 

グ ル ー プ ホ ー ム ・ 

ケアホームの設置数 
４９か所 ７９か所 

 
基本施策１ 障がいの早期発見と原因となる疾病の予防・治療の充実 
  
＊１７ 重度心身障がい者医療費助成制度の充実 

 障がい者がいつでも必要な時に安心して医療にかかれるよう，６５歳から 

７４歳までの対象者の医療費の自己負担分の全額助成をはじめ，現物給付を含

めた給付のあり方の検討を進めるなど，経済的負担を軽減する重度心身障がい

者医療費助成制度の充実に努めます。 
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＊１８ こころの健康づくり対策事業の充実 

 うつ病を早期に発見し適切な治療等を促すため，うつスクリーニングの実施

やうつ予防教室の開催など，こころの健康づくり対策事業の充実を図ります。 
 
＊１９ 自立支援医療給付事業の推進 

 身体障がい児者の障がいの軽減や除去，健全育成や，精神障がい者の精神疾

患の治療のための，自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）の制

度の周知と適正な給付の推進を図ります。 
 
＊２０ 健康うつのみや２１の推進 

 健康で充実した人生を送ることができる「健康で幸せなまちづくり」を実現

することを目標に掲げた健康うつのみや２１を推進し，ライフステージに応じ

た健康づくりや，メタボリックシンドロームの考え方を取り入れた生活習慣病

の予防などに積極的に取り組みます。 
 
＊２１ 特定健康診査・特定保健指導の充実 

 生活習慣病の予防や疾患の早期発見・早期治療の実現に向けて，特定健康診

査の充実を図るとともに，特定健康診査の結果，指導が必要な者に対して，栄

養や運動等の保健指導，健康に関する自己管理が適切に行われるよう特定保健

指導の充実を図ります。 
 

基本施策２ 障がい者福祉サービスの充実 
 
＊２２ 介護給付・訓練等給付サービス（障がい福祉サービス）の充実 

 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスや，生活介護事業などの介護

給付・訓練等給付サービスについては，必要としている障がい者が必要なサー

ビスを受けられるよう，障がい程度区分認定や支給決定により適正なサービス

の提供に努めます。 
また，入所施設の整備については，真に必要としている障がい者が利用でき

るよう，必要数について把握を行い国・県への整備促進を働きかけるなど，施

設の確保に努めます。 
 
＊２３ 地域生活支援事業の充実 
 コミュニケーション支援や日常生活用具給付などの国が定める必須事業につ

いては，今後も引き続き適正に実施していくとともに，任意事業である市町村

地域生活支援事業については，今後とも障がい者ニーズをとらえて，充実に努
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めます。 
 また，地域生活支援事業の利用者負担については，障がい福祉サービスとの

併用などにより負担が大きくなりすぎないよう，障がい者の負担軽減を図りな

がら進めてまいります。 
  
＊２４ 日中一時支援事業（放課後支援型）の充実 

 特別支援学校に通う障がい児の，放課後や長期休暇中の日中の活動の場を提

供するとともに，介護している家族の一時的な休息を確保する日中一時支援事

業（放課後支援型）については，対象年齢の中学生への拡大及び段階的な実施

場所の拡大に努めます。 
 
＊２５ 重症障がい児者医療的ケア支援事業の充実 

 人工呼吸器による呼吸管理やたん吸引，胃ろう，導尿などの常時医療ケアが

必要な障がい児者の日中の活動の場を確保するとともに，介護している家族の

一時的な休息を確保する重症障がい児者医療的ケア事業については，実施場所

の拡大に努めます。 
 
＊２６ 短期入所事業（ショートステイ）の充実 

 介護者が疾病やその他の理由によって，障がい者が必要とする介護を受ける

ことができない場合に，短期間施設に入所し介護者の休息を確保し在宅生活を

支援する短期入所事業（ショートステイ）については，実態調査や国・県への

設置促進を働きかけるなど必要量の確保に努めます。 
 
基本施策３ 地域生活への移行の促進 
   

⇒★主要事業 

＊２７ グループホーム・ケアホームの設置促進 

 障がい者の入所施設から地域生活への移行を支援するため，地域における障

がい者の生活基盤であるグループホーム・ケアホームの設置の促進を図ります。 
 
＊２８ 地域生活への移行の支援 

 障がい者が入所施設からグループホーム等へ移行する際に，地域での自立生

活に必要な知識・技術などを個別指導・訓練し，地域生活への移行が円滑に進

むよう移行の支援に努めます。 
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＊２９ 精神障がい者の退院促進の支援 

 退院可能である精神障がい者に対して，病院・施設等との連携により，退院

を促進し，社会的入院から地域生活への移行が円滑に進むよう移行の支援に努

めます。 
 
＊３０ 居住サポート事業の実施 

 アパートなどの賃貸住宅等に入居を希望している障がい者が，コミュニケー

ション能力の不足や保証人がいないなどの理由により入居が困難な場合に，入

居のための調整等の支援や，家主等への相談・助言，入居後の相談支援等を行

うことにより，地域生活を支援する居住サポート事業の実施に努めます。 
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施策目標３ 
障がいのある子の療育・教育を充実する 
                    ★：主要事業 

基 本 施 策 主要 № 主 な 取 組 
早期発見と

相談の充実 
 
★ 

31 

32 

33 

34 

35 

発達支援ネットワーク事業の充実 
保育園等訪問相談事業の充実 
発達支援専門職スキルアップ事業の充実

子どもの発達に関する相談の充実 
乳幼児の障がいの早期発見の充実 

療育の充実 

発達支援の

充実 
 36 

37 

38 

39 

 

かすが園・若葉園の充実 
療育支援の充実 
障がい児保育の推進 
日中一時支援事業（放課後支援型）の充

実（再掲） 

教育の充実  40 

 

41 

42 

43 

44 

特別支援教室（かがやきルーム）整備・

担当者配置事業の実施 
就学指導事業の推進 
専門家チームによる巡回相談の充実 
学校生活支援事業の充実 
留守家庭児童対策事業の充実 

 
施策目標３ 「障がいのある子の療育・教育の充実」の目標値 

支援を必要としている障がいのある子やその疑いのある子を早期発見・早期支援し

ます。 

指標名 現状値（H19） 目標値(H25) 

訪問相談の実施保育園・

幼稚園数 
３８園／年 １２０園（全園）／年 

 
基本施策１ 療育の充実 
  

 ① 早期発見と相談の充実 

 
＊３１ 発達支援ネットワーク事業の充実 

 発達の遅れや障がいのある子のライフステージに応じた支援を提供するため，
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個別支援計画を作成し，医療・福祉・教育・就労などの関係機関との連携を強

化し，情報を共有しながら支援する体制を構築・推進します。 
 
⇒★主要事業 

＊３２ 保育園等訪問相談事業の充実 

 保育園・幼稚園に在籍している障がいのある子やその疑いのある子に対し，

特性に応じた保育等を行うため，作業療法士・言語聴覚士等の専門職が園を訪

問して，保護者や担当職員へ助言し，障がい児保育・教育の支援の充実を図り

ます。 
 
＊３３ 発達支援専門職スキルアップ事業の充実 

 発達に遅れのある子に関わる専門職等が適切な保育等の支援を行うため，基

礎研修，専門研修，事例研修など系統的な研修を実施し，支援に関わる人材の

育成，資質の向上を図ります。 
  
＊３４ 子どもの発達に関する相談の充実 

 発達の遅れのある子の健全な発達を支援するため，保護者の相談に対して保

健師が助言・指導を行うとともに，必要に応じて理学・作業療法士や言語聴覚

士などの専門相談や，発達センター内の他事業や関係機関と連携できるよう子

どもの発達に関する相談の充実を図ります。 
 
＊３５ 乳幼児の障がいの早期発見の充実 

 乳幼児の健全な発育，発達を支援するため，健康診査や障がいの疑いのある

子への専門医師等による乳幼児発達健診，発達の様子が確認できるチェックリ

ストによる５歳児発達相談などを実施することにより，障がいの早期発見の充

実を図ります。 
 

② 発達支援の充実 

 
＊３６ かすが園・若葉園の充実 

 肢体不自由や知的に障がいのある未就学児の持つ力を育むため，一人ひとり

の特性に応じた支援計画に基づき社会適応指導を実施するとともに，保護者に

対しても家庭でのかかわり方や育て方の指導などを行い，障がい児通園施設の

充実を図ります。 
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＊３７ 療育支援の充実 

 障がいのある子や発達に遅れや偏りのある子に対し，保護者の不安軽減や障

がい受容の推進，日常生活の自立や生活の質を向上させるため，保育士による

個別・グループ活動を行うカンガルー教室や医師による診療検査事業，理学・

作業療法士，言語聴覚士による障がい児療育事業や重度心身障がい児へのプー

ル支援等を実施し，多様なニーズに応じた療育支援の充実を図ります。 
 また，家族が抱える様々な悩みや不安，負担感を軽減するため，保護者の心

理的ケアの充実やきょうだいへのサポート体制の強化を図ります。 
 
＊３８ 障がい児保育の推進 

 保育に欠ける児童のうち，集団保育が可能なおおむね３歳以上で，心身に軽・

中程度の障がいのある子とない子との統合保育を行うことにより，適切な保育

を提供するとともに，相互の人間関係の醸成・福祉を増進する障がい児保育の

推進を図ります。 
 
＊３９ 日中一時支援事業（放課後支援型）の充実（再掲） 

 特別支援学校に通う障がい児の，放課後や長期休暇中の日中の活動の場を提

供するとともに，介護している家族の一時的な休息を確保する日中一時支援事

業（放課後支援型）については，対象年齢の中学生への拡大及び段階的な実施

場所の拡大に努めます。 
 
基本施策２ 教育の充実 
 
＊４０ 特別支援教室（かがやきルーム）整備・担当者配置事業の実施 

 発達障がい等の傾向により通常の学級での学習や集団生活を送る上で課題を

有する児童生徒に対して，個別・小集団での指導ができる環境整備や，担当教

員・指導員を配置し，一人ひとりの状況に応じた適切な支援を提供する特別支

援教室整備・担当者配置事業を実施します。 
 
＊４１ 就学指導事業の推進 
 発達の遅れや障がいのある子が，個々のニーズや特性に配慮した適切な教育

を受けられるようにするため，幼稚園・保育園・小中学校や関係機関との連携

を深め，一人ひとりの可能性に応じた適正な就学指導を行う就学指導事業の推

進を図ります。 
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＊４２ 専門家チームによる巡回相談の充実 
 発達障がい等の傾向により学習や集団生活を送ることが困難な児童生徒に対

して，適切な支援体制を確立するため，臨床心理士などの専門家がチームを組

んで学校を訪問し，指導方法等について指導・助言を行う専門家チームによる

巡回相談を実施します。 
 
＊４３ 学校生活支援事業の充実 

 身体の不自由さや発達障がい等の傾向により学校生活上に課題を有する児童

生徒に対して，個々の障がい等の状況に応じて，日常生活や学習上の援助を行

う職員の配置等を行う学校生活支援事業の充実を図ります。 
 
＊４４ 留守家庭児童対策事業の充実 

 保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学生に対して，放課後や長期休暇

中の生活の場を提供する留守家庭児童対策事業については，障がい児を受け入

れるための指導員を配置するとともに，指導員研修の強化を図り，子どもの家・

留守家庭児童会における受け入れ環境の充実に努めます。 
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施策目標４ 
障がい者の適切なサービス利用を促進する 
                    ★：主要事業 

基 本 施 策 主要 № 主 な 取 組 
サービスの質の向上  45 

46 

47 

48 

49 

社会福祉法人の育成・支援 
障がい者を支援する人材の育成の充実 
苦情解決体制の充実 
サービス提供事業者の確保 
ボランティア活動の支援 

障がい者の権利擁護の充

実 
 50 

51 

 

52 

権利擁護施策の充実 
宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営

（権利擁護部会の設置） 
日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利

擁護制度）の利用促進 
 

相談体制の充実 ★ 53 

54 

55 

 

56 

57 

総合的な相談支援体制の整備 
宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営

身体・知的障がい者相談員設置事業の充

実 
精神保健福祉相談・訪問指導事業の推進

精神障がい者のいる家族への相談支援の

充実 
 
施策目標４ 「障がい者の適切なサービス利用を促進する」の数値目標 

障がい者が必要なサービスを適切に受けられるよう総合的な相談支援体制を整備し

ます。 

指標名 
現状値 
（H19） 

目標値 
(H25) 

総合的な相談支援体制の

整備 
０か所 ５か所程度 
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基本施策１ サービスの質の向上 
  
＊４５ 社会福祉法人の育成・支援 

 障がい者福祉サービスの担い手である社会福祉法人等について，障がい者の

きめ細かなニーズに対応した質の高いサービスを提供することができるよう，

指導監督業務を通して社会福祉法人の育成・支援を図ります。 
 
＊４６ 障がい者を支援する人材の育成の充実 

 視覚障がい者や知的障がい者等が日常生活や社会参加のために必要な外出を

支援する移動支援従事者が，障がいの特性に応じて適切に支援ができるよう，

技術向上のための研修会の充実を図ります。 
また，視覚障がい者や聴覚障がい者が必要な情報を得ることができるよう，

要約筆記・点訳・音訳・手話奉仕員の養成講座の充実を図ります。 
 
＊４７ 苦情解決体制の充実 

 障がい者等がサービス利用に際し不利益を被ることがないよう，また，自分

に合った質の高い福祉サービスを利用することができるよう，サービス利用者

等からの苦情に適切に対応できる体制を整備するとともに，県や事業者・施設

等の関係機関との連携を深めます。 
 
＊４８ サービス提供事業者の確保 

 サービス利用者の自己決定･自己責任を基本とした契約によるサービス利用

制度が定着し，さらに精神障がい者の福祉サービス等についても契約方式にな

り，障がい者のニーズに合った質の高いサービスを適切に提供できるよう，サ

ービス提供事業者の確保に努めます。 
 
＊４９ ボランティア活動の支援 

 市民のボランティア活動への参加意欲に対応するとともに，地域での活動を

促進するため，社会福祉協議会など関係団体と連携を深め，市民ニーズに応じ

たボランティア養成講座の充実を図ります。 
 また，ボランティア活動の情報を総合的に提供する場を確保し，ボランティ

アの育成や，活動のあっせん・調整を行うボランティアセンターの支援・充実

を図ります。 
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基本施策２ 障がい者の権利擁護の充実 
    
＊５０ 権利擁護施策の充実 

 判断能力に不安のある知的障がい者や精神障がい者が，財産管理や福祉サー

ビスを受けるための契約を適切に行えるよう，成年後見制度の周知を図るとと

もに，身寄りがないなどの理由で，家庭裁判所への申立人がいない，法定後見

人の費用が負担できない障がい者に対しての支援等の充実を図ります。 
 
＊５１ 宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営（権利擁護部会の設置） 

 障がい者等の権利擁護を推進し，中長期的な権利擁護施策のあり方や虐待防

止に関する取組を検討するため，宇都宮市障がい者自立支援協議会に権利擁護

施策の関係者からなる（仮称）権利擁護部会の設置に努めます。 
 
＊５２ 日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護制度）の利用促進 

 日常生活における金銭の管理や福祉サービスの利用の援助，重要な書類の保

管などについての不安を解消し，住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

るよう，日常生活自立支援事業の周知・理解促進に努めるとともに，事業を実

施する社会福祉協議会との連携強化を図ります。 
 
基本施策３ 相談体制の充実 

 
⇒★主要事業 

＊５３ 総合的な相談支援体制の整備 

障がい者が，障がいの種別に関わらずいつでも身近な場所で，在宅福祉サー

ビスの利用援助，社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援，介護相談

及び情報の提供等の総合的な支援が受けられる相談支援体制の整備に努めます。 
 
＊５４ 宇都宮市障がい者自立支援協議会の運営 

 障がい者に関わる福祉，医療，就労などの関係機関が連携を図り，サービス

利用や相談支援についての総合調整や協議等を行い，ニーズに応じた一貫した

支援体制を整えるとともに，潜在的・社会的なニーズに対応できるよう必要に

応じた専門部会の設置など，宇都宮市障がい者自立支援業議会の運営の充実や，

必要に応じて専門部会の設置を推進します。 
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＊５５ 身体・知的障がい者相談員設置事業の充実 

 身体・知的障がい者の相談に応じ，必要な援助を行うことができるよう，身

体・知的障がい者相談員の役割や位置付けの明確化を図り，相談員設置事業の

あり方を検討し，相談支援体制の充実を図ります。 
 
＊５６ 精神保健福祉相談・訪問指導事業の推進 

 疾病の回復の援助，社会復帰への支援，療養上の保健指導や健康の維持・増

進等についての相談や指導を行う精神保健相談・訪問指導の充実を図ります。 
 
＊５７ 精神障がい者のいる家族への相談支援の充実 

 精神障がい者の家庭内における相談に応じ，必要な援助を行い，障がい者福

祉を向上することができるよう，相談体制やスキルアップの方策等を検討し，

相談支援の充実を図ります。 
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施策目標５ 
障がい者の生活環境の整備を推進する 
                  ★：主要事業 

基 本 施 策 主要 № 主 な 取 組 
こころのユニバーサルデ

ザインの推進 
 58 

 

59 

60 

 

61 

62 

発達障がい理解のための普及・啓発事業の

推進 
地域との交流の支援 
こころのユニバーサルデザイン運動の推

進 
障がい者週間啓発事業の推進 
盲導犬ふれあい教室の推進 

快適な生活環境整備の推

進 
★ 63 

64 

65 

 

66 

67 

災害時要援護者支援事業の推進 
道路のバリアフリーの推進 
公共建築物・公園・学校施設等のバリアフ

リーの推進 
障がい者用公営住宅の整備推進 
ノンステップバスの導入の促進 

情報バリアフリーの推進  68 

69 

70 

71 

72 

障がい特性に応じた情報の提供 
インターネット等の活用促進 
点字広報・声の広報による広報活動の推進

コミュニケーション支援の充実 
ＩＴ講習会の充実 

 
施策目標５ 「障がい者の生活環境の整備を推進する」の数値目標 

障がい者も高齢者も安心して地域で生活できるよう災害時要援護者支援事業の要

援護登録者数を増やします。 

指標名 
現状値 

（H20 見込） 

目標値 
(H25) 

災害時要援護者支援事業

の要援護者登録数 
8,400 人 14,775 人 

※要援護登録者数は，障がい者及び高齢者の合計人数です。 
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基本施策１ こころのユニバーサルデザインの推進 
     
＊５８ 発達障がい理解のための普及・啓発事業の推進 

 発達障がいに対する誤解や偏見をなくし，発達障がい者が地域で安心して暮

らしていけるよう発達障がいに関する講演会やシンポジウム，リーフレットの

作成・配付などにより発達障がいの理解のための意識啓発等の推進を図ります。 
 
＊５９ 地域との交流の支援 

 障がい者が，清掃活動やレクリエーション活動等を通して地域の方との親睦

を図り，障がいや障がい者に対する理解を深めるため，障がい者と地域との交

流を支援します。 
 
＊６０ こころのユニバーサルデザイン運動の推進 

 福祉のまちづくりを一層効果的に推進するには，やさしさや思いやりなどの

気持ちをはぐくむ市民意識の醸成が重要であることから，宇都宮市やさしさを

はぐくむ福祉のまちづくり推進協議会や地区社会福祉協議会等と連携協力した

啓発活動の展開や福祉のまちづくりポスターコンクールの開催，市内小・中学

校を対象とする出前福祉講座の実施などに重点的かつ継続的に取り組み，市民

の福祉意識の高揚を図ります。 
 
＊６１ 障がい者週間啓発事業の推進 

 市民一人ひとりが障がいや障がい者に対する理解を深め，障がい者が社会，

経済，文化，その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること

ができるよう，宇都宮市やさしさをはぐくむまちづくり推進協議会や，障がい

者団体等と連携しながら障がい者週間に合わせた啓発事業の推進を図ります。 
 
＊６２ 盲導犬ふれあい教室の推進 

 盲導犬体験を通した学習により，児童の障がいや障がい者への理解を深める

ため，盲導犬ふれあい教室の推進を図ります。 
 
基本施策２ 快適な生活環境整備の推進 
    

⇒★主要事業 

＊６３ 災害時要援護者支援事業の推進 

 障がいのために災害時に避難や情報の伝達の困難な障がい者等の要援護者に

対して，必要な支援を速やかに実行できるよう，あらかじめ援護を必要とする
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障がい者を把握・登録し，自主防災会や連合自治会など地域の関係団体と情報

を共有しながら，災害時には「災害時要援護者対応マニュアル」に基づいた支

援を行える体制の整備を促進します。 
 
＊６４ 道路のバリアフリーの推進 

 歩行が困難な障がい者や視覚障がい者の自由な移動の確保や社会参加を推進

することができるよう，路上の違法駐車や放置自転車の防止に取り組むととも

に，段差の解消や点字ブロックの敷設の推進を図ります。 
 
＊６５ 公共建築物・公園・学校施設等のバリアフリーの推進 

 障がい者をはじめとするすべての市民が円滑に利用できるよう，公共建築物

や公園，学校施設等の計画的なバリアフリーの推進を図ります。 
 
＊６６ 障がい者用公営住宅の整備推進 

 通常の住居では生活が困難な障がい者に対し，構造や設備に必要な配慮をす

ることにより地域生活を可能にする，障がい者用公営住宅を建替にあわせ整備

します。 
 また，通常の公営住宅についても，障がい者等の自立した生活が可能となる

よう，バリアフリーを推進します。 
 
＊６７ ノンステップバスの導入の推進 

障がい者や高齢者をはじめ，全ての人が利用しやすいよう配慮した超低床バ

ス（ノンステップバス）の導入を促進するため，路線バス事業者への購入費の

一部助成を行うなど，車両等のバリアフリー化を推進します。 
 
基本施策３ 情報バリアフリーの推進 
   
＊６８ 障がい特性に応じた情報の提供の推進 

 障がい者が日常生活を送るうえで必要な情報を適切に入手・発信できるよう，

市の刊行物のユニバーサルデザインの指針の作成や，広報紙や障がい者サービ

スのしおりの点字版・音訳版の発行，エンボス入り封筒の使用など障がい特性

に応じた情報の提供を推進します。 
 
＊６９ インターネット等の活用促進 

 障がい者の生活の質の向上や社会参加の促進を図るため，障がい者支援施設

等が独自のホームページを作成し，広く一般に施設の活動内容や授産品などに
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ついての紹介等や，パソコンを活用し日常生活訓練や創作活動を行うなど，  

インターネット等の活用促進に努めます。 
 
＊７０ 点字広報・声の広報による広報活動の推進 

 視覚障がい者が，日常生活を送るために必要な情報を入手することができる

よう，「点字広報」や検索機能等が使用できる「声の広報」ＣＤ版等による広報

活動を行うなど，障がい者に対する情報提供の充実を図ります。 
 
＊７１ コミュニケーション支援の充実 

 聴覚障がい者が日常生活や社会活動に参加する際のコミュニケーションの円

滑化のため，手話奉仕員等の養成や，手話通訳者等の派遣事業などの充実を図

ります。 
 また，市役所の相談窓口への手話通訳者の設置や，聴覚障がい者へ筆談でき

る旨のマークの掲示を行うなど，コミュニケーションの充実に努めます。 
 
＊７２ ＩＴ講習会の充実 

 障がい者が日常生活を送るうえで必要なさまざまな情報を適切に入手・発信

でき，生活の質の向上が図れるよう，ＩＴ講習会の充実に努めます。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画の公表 

計画の推進に当たっては，市民や団体，事業者，関係機関等の協力を得られ

るよう，ホームページの掲載をはじめ，あらゆる機会を通じて計画の周知を図

ります。 
 

２ 庁内推進体制 

 この計画を着実に推進し，障がい者福祉の向上を実現するために，市の関係

各部・課と連携を図りながら事業を推進します。毎年，施策目標に掲げる目標

値等についての進捗状況を把握・評価するとともに，その結果を踏まえ，市と

して必要な対策を講じます。 
 

３ 社会福祉審議会 

 本計画の進捗状況を調査審議するために，市議会議員，学識経験者，社会福

祉事業従事者等で構成する社会福祉審議会において，計画の推進に関し審議し

ます。 
 

 ４ 計画の見直し 

 障がい者のニーズや，社会情勢の変化を踏まえ，必要に応じて計画の見直し

を行います。 
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資   料   編 

 

１． アンケート調査結果の概要 

２． 策定体制 

３． 社会福祉審議会 
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１．アンケート調査結果の概要 

 

第３次宇都宮市障がい者福祉プランの策定にあたり，保健福祉に関わる障がい者の生活

状況やサービス等に関する現状と今後の意向を把握し，各種施策や事業の基礎資料とする

ため，次の調査を実施した。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

１ 住まい，暮らし方について 

（１）  現在の居住形態と将来の希望 

 

 
 

自宅で一人暮
らし 15.6％ 

家族と一緒 
75.3％ 

現在の居住形態：身体障がい者 

家族と一緒

70.1％ 

自宅で一人暮
らし 14.3％ 

将来の希望：身体障がい者 

１．調査対象者 
（１）身体障がい者（１８歳以上の身体障がい者手帳所持者）       １，０００人 
（２）知的障がい者（１８歳以上の療育手帳所持者）            ９００人 
（３）精神障がい者（１８歳以上の精神障がい者保健福祉手帳所持者 

または自立支援医療(精神通院医療)受給者）       ７５０人 
（４）障がい児  （１８歳未満の身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者）   ８００人 

 
２．調査方法  郵送によるアンケート調査  
３．調査期間  平成２０年７月 

４．回収率   ５８．４％ 

グループホーム・ケアホーム 2.8%

障がい者の入所施設 1.8%

介護保険の施設 6.1%

病院などの医療機関 2.9%

その他 2.0%

グループホーム・ケアホーム 0.3%

障がい者の入所施設 0.7%

介護保険の施設 4.2%

病院などの医療機関 3.3%

その他 0.6%
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・ 身体障がい者は，現状と将来の居住形態に違いはない。 
・ 知的障がい者は，現在家族と暮らしているが，今後は，一人暮らしやグループホーム

への入居などへの移行を望んでいる。 
・ 精神障がい者も一人暮らしを望む傾向がある。 

現在の居住形態：知的障がい者 

家族と一緒 
80.1％ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
3.7％ 

将来の希望：知的障がい者 
自宅で一人暮

らし 8.2％ 

家族と一緒 
49.3% 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ
18.1％ 

現在の居住形態：精神障がい者 将来の希望：精神障がい者 

自宅で一人暮
らし 16.8％ 

家族と一緒 
75.1％ 

自宅で一人暮
らし 21.6％ 

家族と一緒

63.1％ 

自宅で一人暮らし 5.6% 

障がい者の入所施設 4.4% 

介護保険の施設 0.5% 

病院などの医療機関 3.5% 

その他 2.2% 

自宅で一人暮らし 8.2% 

障がい者の入所施設 13.9% 

介護保険の施設 3.3% 

病院などの医療機関 3.1% 

その他 4.2% 

グループホーム・ケアホーム 3.9%

障がい者の入所施設 0.8%

病院などの医療機関 1.4%

介護保険の施設 － 

その他 2.0%

グループホーム・ケアホーム 3.1%

障がい者の入所施設 3.4%

病院などの医療機関 1.1%

介護保険の施設 2.3%

その他 5.4%
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（２） 希望する暮らしを実現するために必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 身体障がい者が，他の障がいに比べ，希望する暮らしを実現するために望むことは，       

在宅サービスの利用（34.1％）や病院等が近くにあること（44.4%）である。 
・ 知的障がい者は，緊急時の受け入れ施設（35.3%）や通所施設・日中の居場所がある

こと（27.2%），働く場所（27.5％）を必要と考えている。その反面，在宅サービスに

ついては，身体障がい者に比べ必要性が低くなっている。 
・ 精神障がい者は，働く場所（33.8%），収入の確保（52.5%）を必要と考えている。 

n=(1,931)  

n=(613)  

n=(563)  

n=(337)  

n=(418)  
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２ 心身の状況と介助の状況について 

（１）  心身・介助の状況 

心身・介助
の状況

障がい種別

す
べ
て
ひ
と

り
で
で
き
る

補
装
具
や
自

助
具
を
使
い

ひ
と
り
で
で

き
る

ひ
と
り
で
で

き
る
が
見
守

り
や
声
か
け

が
必
要

一
部

、
介
助

が
必
要

全
面
的
に
介

助
が
必
要

身体障がい者 72.0% 4.5% 8.4% 8.6% 6.5%
知的障がい者 63.0% 0.7% 20.6% 9.3% 6.3%
精神障がい者 89.8% 0.3% 6.3% 1.8% 1.8%
児童 52.7% 0.9% 21.2% 13.0% 12.1%
身体障がい者 66.5% 9.9% 4.6% 6.8% 12.1%
知的障がい者 78.6% 1.4% 10.0% 3.8% 6.3%
精神障がい者 94.3% 1.2% 3.0% 0.9% 0.6%
児童 74.6% 1.8% 8.5% 5.9% 9.2%
身体障がい者 52.1% 6.3% 5.6% 11.1% 24.8%
知的障がい者 45.0% 0.6% 23.7% 11.4% 19.4%
精神障がい者 78.0% 0.3% 11.6% 7.2% 2.8%
児童 34.6% 1.4% 20.8% 15.0% 28.2%
身体障がい者 50.6% 3.3% 6.5% 11.6% 28.0%
知的障がい者 20.8% 0.9% 20.8% 17.2% 40.2%
精神障がい者 65.4% 1.6% 15.1% 11.3% 6.6%
児童 12.6% 1.2% 13.3% 14.3% 58.7%
身体障がい者 63.7% 1.6% 7.9% 8.1% 18.8%
知的障がい者 15.2% 0.5% 17.0% 11.4% 56.0%
精神障がい者 70.5% 0.9% 14.3% 10.2% 4.0%
児童 10.8% 0.5% 11.5% 7.0% 70.3%
身体障がい者 72.3% 2.3% 8.1% 8.6% 8.6%
知的障がい者 22.9% 0.7% 24.4% 24.2% 27.8%
精神障がい者 71.6% 0.6% 18.1% 7.2% 2.5%
児童 15.8% 1.2% 19.3% 27.7% 36.0%

お金の管理
をする

話を理解し
たり自分の
考えを伝え
る

食事をする

家の中を移
動する

外出時の移
動

家事をする
（調理・洗
濯・掃除等）

ア 身体障がい者 
・ 全て一人で又は補装具などを使って，食事や家の中の移動ができる方と介助が必要な

方に分かれている。 
・ 外出時の移動や家事については，介助の必要性が高くなる。 
・ しかし，意思の伝達については，ひとりでできる割合が高い。 

 イ 知的障がい者 
・ 家の中の移動では問題がない方も，食事や外出では，見守り支援の必要性が高くなる。 
・ 家事についても，自分ではできずに，高い割合で介助を必要としている。 
・ また，金銭管理や理解力・意思伝達については，見守り支援や介助の必要性が高い。 

 ウ 精神障がい者 
・ 食事や移動などはひとりでできるため，介助を必要としない割合が高いが，家事，金

銭管理，理解力・意思伝達については，見守り支援の必要性が少し高くなっている。 
 エ 児童 
・ 児童については，年齢による状況であると思われるため，他の障がいと比較はできな

いが，外出支援や意思伝達についての見守り支援や介助の必要性が高い。 
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（２） 介助者の状況 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障がい児

精神障がい

知的障がい

身体障がい

 
 
・ 身体障がい者についての介護者は，親よりも子・配偶者の割合が高く，ヘルパー等の

介護サービスも利用している状況がわかる。 
・ 知的障がい者は，親の介助の割合が高く，配偶者による介助（0.8％）が身体・精神

に比べ非常に低い割合である。 
・ 精神障がい者についても母親の割合が高いが，配偶者も一定介護を行っている。 
・ 児童については，ほとんど親が，特に母親が介助している割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

父親 5.8% 母親 92.4%

父親 7.5% 

母親 50.0% 

配偶者 18.8% 
兄弟 6.3% 

父親 7.8% 
母親 63.5% 兄弟 5.9% 施設の職員等 7.3% 

母親 5.9% 子 20.0% 配偶者 38.9% ヘルパー等 12.2% 
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３ 就労の状況について 

（１）  現在の就労状況と今後希望する就労について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 身体障がい者は，他の障がいに比べ，自営業を営む方が多いが，今回の調査では，就

労していない割合が一番高い。今後希望する形態でも，自営業が多く，常勤の会社員

とパート等の割合が同じになっている。 
・ 知的障がい者は，就労している人の割合が最も高い結果となっているが，授産施設・

作業所等の福祉的就労を行っている割合も最も高い。今後希望する形態では，一般就

労の希望も高いが，福祉的就労の希望は更に高い割合となっている。 
・ 精神障がい者は，現在一般就労に就いている割合が最も低いが，今後の希望として，

一般就労を望む割合が最も高くなっている。 

就労状況：身体障がい者 

自営 7.9％

無職 78.0％ 

就労継続希望者の今後希望する就労形態 

自営23.1％

常 勤 会 社 員

30.1％ 

パ ー ト 等
30.1％ 

就労状況：知的障がい者 就労継続希望者の今後希望する就労形態 

常勤会社員10.2％

パート等 11.6％

作業所等 37.4％ 

無職 37.8％ 
常勤会社員29.8％

パート等 13.6％

作業所等 

51.6％ 

就労状況：精神障がい者 就労継続希望者の今後希望する就労形態 

パート等 9.2％

作業所等 5.2％ 

無職74.1％ 

自営 7.5％ 

会社員等 31.6％ 
パート等 40.2％

常 勤 会 社 員

7.1％ 
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 （２） 仕事を継続する上で希望する環境や条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 身体障がい者や精神障がい者は，仕事を継続する上で希望する環境・条件として，

職場での仕事内容・勤務時間などの調整（25.7%）を望んでいる。 
・ 知的障がい者は，福祉的就労に就いている方の割合が高い現状から，身近な作業所等

通所施設の確保（38.7%）や作業所等に対する企業の支援（36.2%）を望んでいる。 
・ 精神障がい者は，一般就労への希望が高い現状から，具体的に仕事の相談や斡旋をす

る場の充実（38.0%）を他の障がいに比べ，高い割合で望んでいる傾向が見られる。 
 

n=(1,454)  

n=(311)  

n=(478)  

n=(274)  

n=(391)  
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４ 相談支援について 

（１） 困ったときの相談先の状況について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 当然のことながら，何か困りごとがあった場合，家族・親族が一番身近で信頼できる

相談相手となっている。 
・ 身体障がい者と精神障がい者については，病院の医師・看護師（40.9%）（56.3%）が

相談先として高い割合となっている。 
・ 知的障がい者は，福祉的就労に就いている方の割合が高い現状から，通っている施設

の職員・指導員（43.1%）が家族に次ぐ相談相手となっている。 
・ 児童については，学校・教師（63.9%）への相談が高い割合を占めている。 
・ 地域の相談場所としての障がい者生活支援センターへの相談が非常に低い状況とな

っている。 
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（２） 今後希望する福祉や生活に関する相談機能について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・ 望む相談機能については，障がい種別ごとの明らかな違いは見られない。 
・ 多様な相談機関が存在しているものの，どこに相談したらよいかわかるようにしてほ

しい，１か所でいろいろな問題が相談できるようにしてほしいとの希望が，どの障が

いにおいても高い割合となっている。 
・ また，情報提供だけではなく，問題解決への対応を身近なところで相談したいと望ん

でいる。 
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５ 収入について 

（１） 主な生計の収入源について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 身体障がい者は，主な収入源として年金等（80.5%）の割合が高い。 
・ 知的障がい者は，年金等に加え，会社等の給料（23.1%）と作業所での工賃収入（22.1%）

が主な収入源となっている。 
・ 精神障がい者は，年金・手当等の割合も高いが，家族の援助（13.2%）や，収入がな

い（17.1%）割合が他の障がいよりも高くなっている。 
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（２） 1 ヶ月の平均収入 

                                単位：パーセント 
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2
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円
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満

2
5
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円
以
上
～

3
0
万
円
未
満

3
0
万
円
以
上

全  体 9.3 2.1 3.9 5.9 42.7 14.5 9.4 5.9 2.2 4.2
身体障がい 4.7 1.3 4.1 6.2 25.5 19.5 14.6 11.6 4.7 7.7
知的障がい 7.4 2.8 2.9 2.6 63.9 11.6 7.0 0.6 0.4 0.9
精神障がい 21.5 2.5 5.1 10.8 39.2 9.8 3.5 3.8 0.6 3.2

 

・ 障がい者年金を受けている場合は，月額が５万円～10 万円の層に入っている。その

ため，当該層がいずれの障がいにおいても最も高い割合となっている。 
・ 身体障がい者については， 10 万円以上の収入を得ている方が多く，30 万円以上の月

額収入を得ている割合も他の障がいに比べ高くなっている。 
・ 精神障がい者については，5 千円未満の層が，年金の層に次ぐ高い割合となっている。 

 
６ 福祉に関する制度・機関の認知状況・利用状況 

 （１） 成年後見制度 

 知っている 知らない 

全体 ３７．１％ ６２．９％

身体障がい者 ３６．６％ ６３．４％

知的障がい者 ４２．７％ ５７．３％

精神障がい者 ３０．９％ ６９．１％

児童 ３５．５％ ６４．５％

・ 制度を知らない割合が過半数を超えており，まだまだ認知度が低い状況である。 
 
 
（２） 宇都宮市子ども発達センター 

 利用したことがある 知ってはいるが，利用したことはない 知らない 

児童 ２３．６％ ５５．８％ ２０．６％

・ 平成１９年４月にオープンしたばかりのセンターであるが，知っている割合は８割近

くであり，認知度は高くなっている。 
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（３） 障がい者生活支援センター 

 利用したことが

ある 

知 っ て は い る

が，利用したこ

とはない 

名前は知ってい

るが，どういう

ところか知らな

い 

まったく知らな

かった 

全体 ３．０％ ２２．０％ ２６．０％ ４９．０％

身体障がい者 ２．６％ ２２．３％ ２７．３％ ４７．８％

知的障がい者 ３．７％ ３０．６％ ２１．６％ ４４．０％

精神障がい者 ３．６％ １５．４％ ２５．３％ ５５．７％

児童 ２．１％ １６．２％ ３０．２％ ５１．５％

・ 地域の相談支援機関として，設置してから約５年が経っているが，まったく知らない

割合が半分近くになっており，センターの役割について認知度を高めていくことが必

要である。 
 
７ 障がいのある児童の保護者が子どもを介助する上での悩み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 肉体的・精神的疲労が大きく，自分の時間を持てないなど，介助者の負担が大きい状

況となっている。 
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８ 障がい者福祉施策に対し望むこと，取り組んでほしいこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 身体障がい者については，他の障がいに比べ，ホームヘルプ等の在宅サービス

（33.9％）やバリアフリー施策（36.7%），防災対策（29.6%）などの充実を臨む割合

が高くなっている。また，情報提供の充実（43.0%）を望む割合も高くなっている。 
・ 知的障がい者については，グループホーム等の整備（42.7%）や福祉的就労の場・日

中活動の場の整備（42.5%）を望む割合が高くなっている。 
・ 精神障がい者については，他の障がいに比べ，就労支援（45.5%）や情報提供の充実

（47.2%）を望む割合が高くなっている。 
・ 児童については，福祉的就労の場・日中活動の場の整備（45.1%）や就労支援の充実

（53.2%）を望む割合が高くなっている。 
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２．策定体制 

  

宇都宮市障害者計画策定委員会設置要綱※ 

 

（設置） 

第１条 宇都宮市障害者計画及び宇都宮市障害福祉計画を策定するため，宇都宮市障害者

計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は，次のとおりとする。 

（１） 障害者計画及び障害福祉計画の策定 

（２） その他障害者計画及び障害福祉計画において必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は，委員長，副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には保健福祉部次長，副委員長には子ども部次長をもって充てる。 

３ 委員には別表１に掲げる者をもって充てる。 

４ 委員長は委員会を総理する。 

５ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，副委員長が，その職務を代

理する。 

６ 委員長は，必要に応じ，別表１に掲げる者以外の者を臨時委員に充てることができる。 

 

（会議） 

第４条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２ 別表１に掲げる者のうち，下線の付されている者については，審議内容に応じて出席

を求めるものとする。 

３ 委員会は，必要があると認めたときには，会議に委員以外の者の出席を求め，その意

見を聴くことができる。 

 

（策定作業部会） 

第５条 第２条に規定する所掌事務についての調査研究及び連絡調整を行うため，委員会

に策定作業部会を置く。 

２ 策定作業部会は部会長，副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長には障害福祉課長補佐を，副部会長には子ども発達センター副所長をもって充て

る。 
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４ 部会員は別表２に掲げる課・室の職員のうち，該当課・室長が指名する者をもって組

織する。 

５ 部会長及び副部会長の職務，並びに作業部会の会議については，第３条第４項，第５

項，第４条第１項及び第３項を準用する。 

６ 別表２に掲げる課・室長が指名する者のうち，下線の付されている課・室長が指名す

る者の招集については，第４条第２項を準用する。 

 

（庶務） 

第６条  委員会に及び作業部会に関する庶務は，障害福祉課及び子ども発達センターにお

いて処理する。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，部会長が別

に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は，平成１３年８月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

 

別表１（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２（第５条関係） 

 

 

 

 

 

※当該要綱につきましては法令等文書であることから，「障害」と表記しております。 

財政課長，政策審議室長，交通政策課長，広報広聴課長，みんなでまちづくり課長，

保健福祉総務課長，保健福祉総務課総務担当主幹，高齢福祉課長，障害福祉課長，

子ども発達センター所長，子ども家庭課，保育課長，健康増進課長，保健予防課長，

商工振興課長，道路維持課長，住宅課長，公園緑地課長，学校管理課長，生涯学習

課長，教育センター所長 
 

財政課，政策審議室，交通政策課，広報広聴課，みんなでまちづくり課，保健福祉

総務課，高齢福祉課，障害福祉課，子ども発達センター，子ども家庭課，保育課，

健康増進課，保健予防課，商工振興課，道路維持課，住宅課，公園緑地課，学校管

理課，生涯学習課，教育センター 
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宇都宮市障がい者計画策定委員会 

 

【役割】 

 ・計画の作成 

【委員長】 

 ・保健福祉部次長 

【副委員長】 

 ・子ども部次長 

 

委員数 ２１名  

委 員 会 

 

【役割】 

 ・計画素案の作成 

【委員長】 

 ・障がい福祉課長補佐 

【副委員長】 

 ・子ども発達センター副所長 

 

委員数 ２０名  

作業部会 

【事務局】 

 障がい福祉課・子ども発達センター 

報告 指示 

宇都宮市 
 

 

宇都宮市社会福祉審議会 

 

・市議会議員 

・当事者団体 

・障がい福祉 

サービス事業者 

・ 学識経験者 

委員１２名 

・ 公募委員    ２名 

   １４名 

障がい者福祉 

専門分科会 

・パブリックコメントの実施 

 

・当事者アンケート調査の実施 

 

・団体・事業者からの意見聴取 

報告

提言
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３．社会福祉審議会 
（１）宇都宮市社会福祉審議会（全体会）委員      (平成２１年２月現在) 

 団 体 名 等 氏 名 備 考 

1 宇都宮市議会議員 福田 智恵  

2 宇都宮市議会議員 木村 由美子  

3 宇都宮市議会議員 舟本 肇  

市
議
会
議
員 4 宇都宮市議会議員 岡本 芳明  

5 宇都宮市母子寡婦福祉連合会会長 安納 ミヤ子  

6 宇都宮市民生委員児童委員協議会副会長 梅園 杏子  

7 宇都宮市民生委員児童委員協議会会長 江連 晴夫  

8 栃木県老人福祉施設協議会副会長 大山 知子  

9 宇都宮市知的障害者育成会理事長 加藤 佳子  

10 宇都宮地区精神障害者援護会会長 亀山 武昭  

11 宇都宮市障害者居宅介護事業者連絡協議会会長 唐木 伎江 ～20 年 10 月 

12 宇都宮市居宅介護事業者連絡協議会会長 近藤 貴子  

13 宇都宮介護者の会会長 三條 安子  

14 県東・央圏域障害者就業・生活支援センター センター長 白井 郁子  

15 宇都宮市社会福祉協議会会長 高梨 眞佐岐 職務代理者

16 宇都宮市民間保育園園長会副会長 直井 克仁  

17 宇都宮地区障害児者福祉推進協議会会長 直井 修一  

18 宇都宮市老人クラブ連合会会長 野澤 正明  

19 栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会会長 浜野 修  

20 栃木県中央児童相談所参事兼所長 牧 恒男  

社
会
福
祉
事
業
従
事
者 

21 宇都宮市障害者福祉会連合会会長 麦倉 仁巳  

22 下野新聞社総務局長 飯島 一彦  

23 宇都宮大学教育学部教授 池本 喜代正  

24 宇都宮地区幼稚園連合会会長 石嶋 勇  

25 宇都宮市子どもの家連合会会長 今井 恭男  

26 獨協医科大学名誉教授 大森 健一 委員長 

27 宇都宮市小学校長会 大谷 仁  

28 宇都宮市医師会副会長 大和田 恒夫  

29 宇都宮市青少年育成市民会議会長 鎌倉 三郎  

30 宇都宮市歯科医師会専務理事 菊地 善郎  

31 栃木労働局雇用均等室室長 絹谷 よし子  

32 栃木県看護協会会長 鯉淵 タツノ  

33 国際医療福祉大学医療福祉学部教授 小林 雅彦  

34 宇都宮市歯科医師会会長 小林 豊  

35 宇都宮市医師会理事 佐藤 和子  

36 宇都宮市社会福祉事業苦情解決第三者委員 瀬尾 充男  

37 宇都宮短期大学人間福祉学科教授 千保 喜久夫  

38 宇都宮市女性団体連絡協議会会長 添田 包子  

39 宇都宮市医師会副会長 高橋 邦生  

40 作新学院大学人間文化学部教授 伊達 悦子  

41 宇都宮人権擁護委員協議会会長 塚田 宗雄  

42 宇都宮市自治会連合会副会長 靏蒔 邦博  

43 宇都宮ボランティア協会会長 松本 カネ子  

学
識
経
験
者 

44 宇都宮保護区保護司会副会長 森山 公子  
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（２）宇都宮市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会委員（平成２１年２月現在） 

 団 体 名 等 氏 名 備 考 

議 員 宇都宮市議会議員 福田 智恵  

社会福祉 宇都宮市民生委員児童委員協議会副会長 梅園 杏子  

社会福祉 宇都宮市知的障害者育成会理事長 加藤 佳子  

社会福祉 宇都宮地区精神障害者援護会会長 亀山 武昭  

社会福祉 宇都宮市障害者居宅介護事業者連絡協議会会長 唐木 伎江 ～20 年 10 月 

社会福祉 県東・央圏域障害者就業・生活支援センター センター長 白井 郁子  

社会福祉 宇都宮地区障害児者福祉推進協議会会長 直井 修一  

社会福祉 宇都宮市障害者福祉会連合会 麦倉 仁巳 分科会長 

学識経験 下野新聞社総務局長 飯島 一彦  

学識経験 宇都宮大学教育学部教授 池本 喜代正 職務代理者

学識経験 宇都宮市医師会副会長 大和田 恒夫  

学識経験 宇都宮市歯科医師会会長 小林 豊  

臨時委員 （公募委員） 薄井 浩子  

臨時委員 （公募委員） 寺内 誠  
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（３）審議経過 

 

日 時 

 

審 議 内 容 等 

 

平成 20 年 7月 

 

 

 

 

 

平成 20 年 8月 

 

 

 

 

 

平成 20年 11月 

 

 

 

 

 

平成 21 年 1月 

 

 

 

平成 21 年 2月 

 

 

 

 

〔平成 20 年度第１回市社会福祉審議会〕(7/14) 

・平成 20 年度専門分科会調査審議について（報告） 

〔平成 20 年度第１回障がい者福祉専門分科会〕(7/14) 

・「第３次宇都宮市障がい者福祉プラン」及び「宇都宮市障がい福祉サービス計画（第

２期）」の策定について（報告） 

 

〔平成 20 年度第２回障がい者福祉専門分科会〕(8/26) 

・アンケート調査結果の概要について（報告） 

・当事者団体等及び事業者等からの意見聴取結果の概要について（報告） 

・第２次障がい者福祉プランの現状と課題について 

・障がい福祉サービス計画（第１期）の現状について 

 

〔平成 20 年度第３回障がい者福祉専門分科会〕(11/25) 

・第３次宇都宮市障がい者福祉プランの体系について 

・第３次宇都宮市障がい者福祉プランの重点事業について 

・第２期宇都宮市障がい福祉サービス計画の策定方針及び介護給付・訓練等給付の

見込み量について 

 

〔平成 20 年度第４回障がい者福祉専門分科会〕(1/7) 

・第３次宇都宮市障がい者福祉プランの素案について 

・第２期宇都宮市障がい福祉サービス計画の素案について 

 

〔平成 20 年度第５回障がい者福祉専門分科会〕(2/16) 

・パブリックコメントについて（報告） 

・提言書について 
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「第３次宇都宮市障がい者福祉プラン」及び 

「第２期宇都宮市障がい福祉サービス計画」 

提 言 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年２月２０日 

宇都宮市社会福祉審議会 
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１． 提言にあたって 

 

 社会福祉審議会（以下「当審議会」）は、市が障害者基本法に基づく第３次

障がい者福祉プラン及び障害者自立支援法に基づく第２期障がい福祉サービス

計画を策定するにあたり、総合的かつ専門的な見地から両計画に対し提言する

ものである。 

   

 なお、本提言については、障がい者福祉専門分科会において、平成２０年７

月１４日の第１回会議以降、５回の会議を開催し、様々な議論を重ねてきたと

ころである。 

 

 障害者自立支援法の施行からほぼ３年が経ったところであるが、障害者自立

支援法に基づく各種の施策はまだまだ未確定な部分があり、実際のところ毎年

度制度の小さな変更がなされている。 

 さらに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ

リー新法）や発達障害者支援法の施行、障害者の雇用の促進等に関する法律の

改正など障がい者を取り巻く各方面の法整備も進んでいる。 

 市として、各法の趣旨を踏まえ、的確に対応していくことが必要である一方、

国の度重なる制度改正に翻弄されることなく、障がい者のニーズを適切に捉え

ながら、地域で安心して暮らすことができる社会の実現に向けた施策・事業に

取り組んでいくことが必要である。 

 

本審議会は、このような基本的な認識のもとに、この提言をまとめたところ

である。市においては、新たな「第３次宇都宮市障がい者福祉プラン」及び「第

２期宇都宮市障がい福祉サービス計画」を策定するにあたり、この提言の趣旨

を十分に反映するとともに、計画推進にあたっては、計画が本市の障がい者施

策の基本的な指針になることを念頭において、市民、関係機関及び行政が連携

しながら、各種施策・事業を総合的・効果的に推進していくことを期待するも

のである。 
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２．計画について 

 

（１） 障がい者の自立した生活の支援に向けて 

 

① 一般就労への移行促進について 

   障がい者の一般就労については、これまで国や県が主体となって行って

きたところであるが、より利用者に身近な存在であり、福祉サービスの支

給等を通じて利用者の状況を一番把握しやすい位置にある市が、地域特性

を踏まえ具体的かつきめ細かな一般就労に向けた支援を行うことについて

は歓迎すべき動きである。  

    

宇都宮市は、県の障がい保健福祉圏域の県東央圏域に属しており、市内

の障がい者は、就労やこれに伴う日常生活、社会生活上の支援については、

真岡市に設置されている障がい者就業・生活支援センターを利用している。      

 しかしながら、実態としては、圏域全体の人口規模が大きいことや、宇

都宮市の登録者が増加していることもあり、十分な支援を受けられていな

い状況にあることから、より手厚い就労への支援がうけられることを目指

し、さらに、県が県東央圏域の見直しを進めている中で、本市が独立した

圏域となることも視野に入れ、市内で、一般就労に関する相談、各種訓練

などが受けられるよう、今後の就労支援施策・事業の展開を検討していく

ことが重要であると考える。 

 

さらに、市が一般就労への移行を支援していくためには受け手側の視点

にも立った取り組みを検討していくことが必要である。企業で障がい者が

働き続けていくためには、企業内にも障がい者の特性を理解した人材が必

要であり、企業内でそのような人材が積極的に確保されるよう、関係機関

と連携して周知や研修等を行い、企業側の理解を求める取り組みの強化を

期待する。 

   また、単に企業の動きを促すだけでなく、就労を達成した後の職場の定

着に向けた支援についても、市で取り組める部分があるかどうかを見極め

たうえで、必要な取り組みを検討していくことが必要である。 

   また、全体の施策を検討するにあたっては、国や県の関係機関のみなら

ず、市の労働・経済部門とも連携を図ることが重要と考える。 
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② 福祉的就労について 

福祉的就労については、一般就労したくてもできない障がい者がいるこ

とや、働く喜びが生きがいにつながっていることもきちんと認識した上で

福祉的就労の施策を展開していくことが重要であると考える。 

市では、廃食用油資源化モデル事業の委託や、授産品の創造開発事業に

取り組み始めており、障がい者は現在の工賃だけでは自立した生活はでき

ない状況にあり、年金や障がい者福祉手当に工賃を加えて、なんとか生活

ができるようにしていくことが望まれ、当面は市が打ち出している工賃倍

増事業に積極的に取り組んでいくことが重要であると考える。そのために

も、今後も授産品の創造開発や販路の拡大などに重点的に取り組んでいく

ことが必要であると考える。 

 

③ 移動支援について 

   障がい者の社会参加を促し、充実した余暇を過ごすためには外出のため

の支援はなくてはならないものであり、移動支援は自立した生活を送るう

えで必要なサービスである。 

   このような目的に必要なサービスとして移動支援を捉えた際には、量の

充実だけでなく、障がい者個人の特性に配慮した介助が可能となるよう、

質の向上も求められるところである。 

   例えば、盲導犬を連れている視覚障がい者の移動支援や、複数の利用者

の移動支援など、さまざまな状況に適切に応じられるよう、サービスの向

上に向けた取り組みやサービス内容の充実を十分検討していただきたい。 

 

（２） 障がい者の保健・医療・福祉サービスの充実に向けて 

 

① 地域活動支援センターについて 

   地域活動支援センターについては市町村が柔軟に仕組みをつくることが

できることから、介護給付や訓練等給付でまかないきれない福祉ニーズに

対応できる施設として、今後とも一層の活用を図ることが重要であると考

える。 

   そのためには現状の地域活動支援センターのあり方を見直し、多様な 

ニーズに柔軟に対応できるセンターのあり方を検討すべきである。  

   例えば、居場所としての利用や他の利用者との交流を希望している障が

い者については、介護給付や訓練等給付の施設では利用条件に合致しない
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が、そのような利用形態が何よりも本人の安定した日常生活に寄与してい

ることもある。 

   また、現状の地域活動支援センターについては小規模施設がほとんどで

あり、介護給付や訓練等給付を提供する施設への移行を引き続き支援する

とともに、現状の運営費保障を継続するなど、運営安定化策を引き続き実

施できるよう検討していくことが必要である。 

 

② 精神障がい者の退院促進について 

精神科病院等に長期間入院している精神障がい者のうち退院が可能となる

者については、国の指針により目標値を定めて退院を促すこととされてい

るが、日常生活に必要な訓練だけでなく、家族や地域住民の理解の促進、

実際の住居の確保、何か問題が発生した際のフォロー体制など、さまざま

な条件が整わないと退院後に安定した生活を送ることは困難であると思わ

れる。 

いわゆる社会的入院を行っている精神障がい者についても条件が整えば

地域で普通に暮らすことが可能であるし、またそれを支援する役割が市に

もあると思われるが、市は目標値を達成するために退院促進を行うのでは

なく、あくまでも本人の希望に寄り添って、必要な時間をかけて地域生活

への移行を進めていくことが重要である。 

第２期サービス計画期間中についても、そのような視点に基づき拙速に

退院促進のみを進めることのないよう留意することが重要である。 

 

③ 障がい者支援施設からの地域生活への移行について 

アパートなどで一人暮らしを望む障がい者は多いが、実際には施設から

退所し地域で安心した生活を送るためには、食事の提供や相談・見守りな

どの日常生活上の一定の支援等が必要であり、地域生活を支える様々な福

祉サービスを充実することは当然のことながら、日常生活等の援助・介護

を受けながら共同生活を行うグループホーム・ケアホームの整備が今後も

順調に進められるよう支援していくことが必要であると考える。また、一

般のアパート等の賃貸住宅への移行についても精神障がい者の退院促進と

同様に地域住民の理解、入居時の対応、フォロー体制などについて検討し

ていくことが必要である。 
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（３） 障がいのある子の療育・教育の充実に向けて 

 

① 子ども発達センターについて 

    障がいのある子の療育については、第２次障がい者福祉プランの重点

事業であった子ども発達センターが開所し、これまで若葉園・かすが園、

幼児ことばの相談室、保健所など様々な部署で実施されてきた事業が、

１か所で実施されるようになり、障がい児の総合的で一貫性のある療育

が展開できる体制が整ったという点で高く評価できるものである。今後

も引き続き、質の高い療育が提供できるよう関係機関との連携を図り事

業の一層の充実に努めるとともに、障がい児の家族支援などにも取り組

んでいくことが必要である。 

 

② 障がいのある子の教育について 

    障がいのある子については、特別支援学校や特別支援学級で障がい特

性に応じた特別な配慮のもとに教育が実施されているところであるが、

現在はそういった特別な支援を受けている子だけではなく、通常の学級

において学習や集団生活を送ることに課題を有する児童・生徒に対して

も、適切に支援していくことが必要である。そのために、個別・小集団

での指導ができる環境整備や担当教員等の配置などを行うことが必要と

考える。 

 

③ 日中一時支援事業について 

    本市の日中一時支援事業は、日中支援型、放課後支援型、重症障がい

児者医療的ケア支援事業の３事業で実施している。特に、放課後支援型

については、特別支援学校の児童が放課後や長期休暇中に活動する場と

して、さらには家族の一時的な休息など、障がい児の健全育成のために

欠かせない事業であり、高い評価に値するものであるといえる。 

現在は、これまでの障がい者支援施設等での実施に加え、特別支援学

校でも事業が実施されるようになり、実施箇所数や利便性が格段に向上

している。しかしながら、障がい児については、中学生になっても放課

後等に活動や留守番などをすることが困難な場合が多いという実態に配

慮し、対象者の拡充など、今後もサービスの充実に向け取り組んでいく

ことが必要である。 
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（４） 障がい者の適切なサービス利用の促進に向けて 

 

① 相談支援について 

    障がい者相談支援事業については、国の議論を待たずともその重要性

については異論の余地がないところであり、より一層の充実を図ること

が求められる。 

    利用者アンケートの結果では相談相手として親族や通所先の施設のス

タッフなど身近な人をあげている障がい者の数が非常に多く、障がい者

生活支援センターの存在がまだまだ浸透していない状況である。 

    また、障がい者は複雑な問題を抱えることが多く、専門的知識や経験

がないと解決できない課題に適切に対応できるよう、専門的な相談機能

の充実も求められているところである。 

    これらの課題に適切に対応するためには、可能な限り身近なところで

様々な相談ができる、利用者に判りやすい相談支援体制の構築を検討し

ていくことが必要である。 

また、障がい者福祉以外の相談にもスムーズに対応できるよう、障が

い者福祉以外の相談機関も含む、さまざまな相談従事者を密接に連携さ

せる仕組みが必要であり、市町村相談支援事業のほか、障がい者に身近

な社会資源である身体障がい者相談員、知的障がい者相談員の活用、精

神障がい者の家族のための相談体制の強化など、重層的なネットワーク

型の相談支援体制を作り上げていくことが必要であると考える。 

    また、国の制度改正のなかで、サービス利用計画の支給対象の拡大が

議論されているところであるが、現在まで市では利用計画の支給実績が

ないところである。サービス利用計画については、自分ではサービスの

利用調整が困難な障がい者等にとって、多様なサービスを組みあわせて

日常生活を送るためには必要なものであることから、本市としても、早

急に対応していただきたい。  

 

（５） 障がい者の生活環境の整備の推進に向けて 

 

① こころのバリアフリーについて 

    障がい者が地域の一員として尊重され快適に生活していくためには、

福祉的な支援に加え、地域住民の障がい者に対する理解や、必要に応じ

た見守り・援助が不可欠であり、市民のやさしさや思いやりを育むここ

ろのバリアフリーに取り組んでいくことが重要である。 
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② 情報バリアフリーについて 

必要な時に必要な情報を得ることは日常生活の質を向上するために欠

かせないものであり、障がい者向けパソコン教室については、これまで

の基礎的な操作に関する講習だけではなく、日常生活の実態に合わせた

講習内容となるよう充実を図ることや、一般の印刷物等が読めない視覚

障がい者等への配慮、例えば市役所からの郵便物についてはエンボス入

り封筒を使用するなど、障がい特性に配慮した情報バリアフリーのさら

なる推進を期待する。 

 

（６） サービスの見込量と事業者の確保策について 

 

    第２期障がい福祉サービス計画については、これまでの利用実績等に

基づき平成２３年度までのサービス見込量を試算しているが、供給サイ

ドの問題として事業者の動向も踏まえないと実際のサービス提供に結び

つかないおそれがある。経営実態の把握については、国が全体的に行っ

ているところであるが、事業者の確保策がより適切なものとなるよう、

市独自の事業者の実態調査が早急に行われるよう要望する。 

 

 

３ 施策の推進について 

  

計画を実効性のあるものとするためには、関連する計画との整合に配

慮しながら関係部局と協力連携することが必要不可欠である。達成状況

の確認や分析・検討、成果の評価を幅広い視点から的確に実施するため

に、当審議会への報告などを行いながら、必要に応じて修正や見直しを

加えることが望まれる。 

 

    さらに、障がい者施策・事業を展開していく上では、行政内部の連携

は勿論のこと、地域住民、民生委員・児童委員、宇都宮市障がい者自立

支援協議会、関係団体、ボランティアなど関係機関や地域の様々な社会

資源との連携を図ることが不可欠であり、当事者だけでなく、市民一人

ひとりの問題として認識を深める必要があることから、わかりやすい表

現や内容で計画を公表することが重要である。 
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私たちの住む社会は，今，高齢化や少子化などが進み， 
思いやりの心や人と人とのふれあいが， 

ますます大切になってきています。 
 

宇都宮市は，これからの新しい時代に向けて， 
「やさしさをはぐくむ福祉のまち」を目指し， 

ここに『福祉都市』を宣言します。 
 

福祉都市宣言 
 

宇都宮市は 

赤ちゃんからお年寄り 

ハンディキャップを 

持った人々など 

すべての市民が 




